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表紙イラストの作者紹介 

 

 

銚子特別支援学校卒業生の石毛愛純です。 

 絵を描くことが好きで、タブレットを使って絵を描いています。  

 猫が好きなので、猫の絵もよく描きます。 

 たくさんの作品を作れるよう頑張りたいです。 
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Ａ の 1 ― 〇 ○ 〇

Ａ の ２ ― 〇 ○ 〇

Ｂの １ ― ― ― 〇

Ｂの ２ ― ― ― 〇

１ 級 ― ○ ○ ―

２ 級 ― ― ― ―

３ 級 ― ― ― ―

― ― ○ ―
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 ５  

 

２．障害者手帳 

障 害 者 手 帳 交 付 の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

身 体 障 害 者 手 帳 

 

療 育 手 帳 

 

精神障害者保健福祉手帳 

障害支援室 １０番窓口 

市から千葉県へ申請関係書類送付 

判  定 

千 葉 県 

障害者福祉推進課 

千 葉 県 か ら 市 へ 手 帳 送 付 

判  定 

・18 歳未満 

千葉県銚子児童相談所 

・18 歳以上 

千葉県中央障害者相談センター 

審  査 

千 葉 県 

精神保健福祉センター 

障害支援室にて手帳交付・各種サービスの説明 

申           請 

※ 手帳交付までの期間は約 2～３か月です。 

(ただし、診断書等に不備などがある場合は 

2 か月以上かかる時もあります。) 



６ 

 

２．障害者手帳  

○身体障害者手帳 

 身体障害のある方が各種の支援を受けるために必要な手帳です。  

障害の程度により１級から６級まであります。身体障害者障害程度等級表  

（Ｐ67～Ｐ72）を参照してください。 

対象者 

視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由（上肢・

下肢・体幹）、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、

肝臓免疫に障害がある方 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

【交付申請に必要なもの】事前確認をお願いします。 

手続の種類 
①   

申請書 

②  ※ 

写真 

③  ※ 

診断書 

④   

手帳 
⑤  ※ 

個人番号 

初めて交付申請するとき ○ ○ ○  ○ 

再交付申請 

障害の程度が変

わったとき 
○ ○ ○ ○ ○ 

障害が追加にな

ったとき 
○ ○ ○ ○ ○ 

手帳を紛失した

とき 
○ ○   ○ 

手帳を破損した

とき 
○ ○  ○ ○ 

居 住 地 等 

変 更 届 

住所が変わった

とき（転居・転入） 
○   ○  

氏名が変わった

とき 
○   ○  

死亡、障害に該当しなくなっ

たときなど 
○   ○  

 ※②写 真：１枚 

      （タテ 4cm×ヨコ 3 ㎝、上半身、脱帽、原則 1 年以内に撮影された

もの） 

③診断書：所定の身体障害者診断書・意見書（窓口にあります）で、県が指

定する医師が作成したもの 

⑤個人番号：マイナンバーカードの提示により確認します。 

 



７ 

○療育手帳 

 知的障害のある方が各種の支援を受けやすくするために必要な手帳です。  

障害の程度は、最重度の◯Ａから、軽度のＢの２までです。 

一定期間後に再判定が必要になります。 

対象者 

千葉県銚子児童相談所（18 歳未満の方）又は千葉県中央障害者相

談センター（18 歳以上の方）で知的障害と判定された方 

（障害程度についてはＰ8 を参照してください） 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

【交付申請に必要なもの】 

手続の種類 
①   

申請書 

②  ※ 

写真 

③   

手帳 

④  ※ 
個人番号 

初めて交付申請するとき ○ ○  ○ 

他都道府県から転入したとき ○ ○ ○ ○ 

再 交 付 申

請 

再判定を受けるとき ○ ○ ○  

手帳を紛失したとき ○ ○   

手帳を破損したとき ○ ○ ○  

居 住 地 等 

変 更 届 

住所が変わったとき（転

居） 
○  ○  

氏名が変わったとき ○  ○  

死亡、障害に該当しなくなったとき ○  ○  

 

※②写 真：１枚 

（タテ 4cm×ヨコ 3 ㎝、上半身、脱帽、最近 6 ヶ月以内に撮影され

たもの） 

④個人番号：マイナンバーカードの提示により確認します。  

 

注意：再判定の時期は手帳にてご確認ください。 

 

   

   

 



８ 

 【障害程度】 

 

障害程度 障 害 程 度 の 基 準 

最 

重 

度 

18

歳

以

上 

◯Ａの 1 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時特別

の介助を必要とする程度の状態にある者。 

◯Ａの 2 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時の介

助を必要とする程度の状態にある者で、◯Ａの 1 以外の者。 

18 歳

未満 ◯Ａ 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時の介

助を必要とする程度の状態にある者。 

重 

度 

Ａの 1 
知能指数がおおむね 21 以上 35 以下の者で日常生活において常

時の介助を必要とする程度の状態にある者。 

Ａの 2 

知能指数がおおむね 36 以上 50 以下の者で視覚障害、聴覚障害、

肢体不自由を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が１

級、２級または３級の手帳を所持しており、日常生活において

常時の介助を必要とする程度の状態にある者。 

中
度 

Ｂの 1 
上記以外の者で、知能指数がおおむね 36 以上 50 以下の者で日

常生活において介助を必要とする程度の状態にある者。  

軽
度 

Ｂの 2 
知能指数がおおむね 51 以上 75 程度の者で日常生活において介

助を必要とする程度の状態にある者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９ 

○精神障害者保健福祉手帳 

 障害の状態を認定し、手帳の交付を受けた方に各種の支援を受けやすくし、精

神障害者の社会復帰と社会参加への促進と自立を図ることを目的とした手帳

です。障害の程度は１級から３級までで、２年ごとに更新が必要になります。 

対象者 
精神障害のために長期にわたり日常生活または社会生活への制約

がある方 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

【必要なもの】 

手続の種類 
①   

申請書 

②  ※ 

写真 
③  ※ 
診断書 

④  ※ 

障害年金

照会の 

同意書 

⑤   

手帳 
⑥  ※ 

個人番号  

初めて交付申請するとき ○ ○ 
○  

 ○ 
 ○ 

更新するとき ○ ○ 
○  

○ ○ 
 ○ 

障害の程度が変わったとき  ○ ○ 
○  

○ ○ 
 ○ 

他都道府県から転入したとき  ○ ○   ○ ○ 

再交付申請 

手 帳 を 紛 失 し

たとき 
○ ○  

 
 ○ 

手 帳 を 破 損 し

たとき 
○ ○   ○ ○ 

居 住 地 等 

変 更 届 

住 所 が 変 わ っ

たとき（転居） 
○    ○ ○ 

氏 名 が 変 わ っ

たとき 
○   

 
○ ○ 

死亡、障害に該当しなくなっ

たとき 
○   

 
○ 

 

※②写 真：１枚（タテ 4cm×ヨコ 3 ㎝で、上半身、脱帽、最近 1 年以内に撮 

影されたもの） 

   ③診断書：所定の診断書で、初診日から６ヶ月を経過した日以降のもの（用

紙は窓口にあります） 

  ④障害年金照会の同意書：精神の障害を理由に年金が支給されている場合、

照会についての同意書で手続きできます。 

⑥個人番号：マイナンバーカードの提示により確認します。 



１０ 

 

３．年金など 

○障害基礎年金（国民年金加入者の場合） 

 国民年金に加入している間に病気またはけがによって医師の診察を受け、一定

の障害状態になった方に支給されます。ただし、初診日前に保険料を納めてい

た期間が加入期間の３分の２以上あることが必要です。なお、令和 18 年 3 月

31 日までに初診日があり初診日に 65 歳未満の場合は初診日前の 1 年間に未納

がなければ申請できる特例があります。また、20 歳前に傷病により障害状態と

なった方にも 20 歳に達したときから支給されます。 

 

年 金 額 

１級 
年額 1,059,125 円 ※1 

  （1,056,125 円）※2 

２級 
年額  847,300 円 ※1 

   （844,900 円）※2 

支給方法 年６回（４・６・８・10・12・２月） 

窓  口 

市民課保険年金室 （4 番窓口） 電話 24-8956 

 

厚生年金に加入の場合は、佐原年金事務所（電話 0478-54-1442） 

備  考 

事前に上記窓口に相談してください。 

※1 昭和 31 年 4 月 2 日以後に生まれた方 

※2 昭和 31 年 4 月 1 日以前に生まれた方 

  

 

○障害厚生年金・障害共済年金 

 厚生年金・共済年金加入期間中に病気やけがをして障害の状態となり、その程

度が一定要件を満たした場合に支給されます。 

 

窓  口 

厚生年金は佐原年金事務所（電話 0478-54-1442） 

 

共済年金は各共済組合事務室になります。 

備  考 詳細は上記の各年金の窓口にお問い合わせください。 

  



１１ 

○特別障害給付金 

 平成 3 年 3 月以前の国民年金任意加入者であった学生または昭和 61 年 3 月以前

の国民年金任意加入対象者であった被用者（厚生年金、共済組合などの加入者）

の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり

障害程度が障害基礎年金 1・2 級に該当する場合支給されます。(所得制限有り) 

 

①  平成３年３月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生（定時制・夜

間部・通信制を除く） 

②  昭和 61 年３月以前に国民年金の任意加入対象者であった、厚生年金等に

加入していた方の配偶者 

※ただし、65 歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された方に限ります。 

 

 

支 給 額 

１級障害該当 月額 58,650 円（令和８年度） 

２級障害該当 月額 46,920 円（令和８年度） 

支給方法 年６回（４・６・８・10・12・２月） 

支給制限 

・  障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金等を受給すること

ができる場合 

・  受給者本人に一定の所得がある場合 

窓  口 市民課 保険年金室（4 番窓口） 電話 24-8956 

備  考 詳細は上記窓口にお問い合わせください 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



１２ 

○千葉県心身障害者扶養年金 

 心身障害者を扶養している方が、その生存中に一定額の掛金を納付し、万一の

ことがあった場合、残された心身障害者に終身一定の年金を支給します。  

 

加入者の 

要件 

・  県内に居住する 65 歳未満の方（加入年の４月１日現在） 

・  特別の疾病または障害がなく、生命保険に加入できる健康状態

であること 

・  障害のある方 1 人に対して、加入できる保護者は 1 人であるこ

と 

対 象 者 

・  療育手帳をお持ちの方 

・  身体障害者手帳１～３級をお持ちの方 

・  精神または身体に永続的な障害のある方で、その障害の程度が

上記と同程度の方 

掛 金 額 

・  １口 月額 9,300 円～23,300 円（加入者の年齢に応じて金額が

異なります。） 

・  ２口加入の場合は倍額となります。 

・  掛金額は所得等に応じて減額される場合があります。 

給 付 額 

年 金 
加入者が死亡または重度の障害となったとき 

１口につき月額 20,000 円の年金が支給 

弔慰金 
加入者の生存中障害者が死亡した場合 

加入期間に応じ弔慰金が支給（加入１年未満は支給なし）  

脱退 

一時金 

加入者が５年以上加入した後、脱退する場合 

加入期間に応じ脱退一時金が支給 

必要なもの 手帳、印鑑、住民票（加入者、障害者）の写し 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

 

 

 



１３ 

 

○特別障害者手当（国） 

 在宅で、著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必

要とする 20 歳以上の方に、その負担の一助となることを目的に手当を支給しま

す。 

対象者 支給月額 支給方法 

おおむね身体障害者手帳１・２級、

療育手帳◯Ａの１・２程度の障害が重

複している方、または、これらと同

程度の疾患、精神障害のある方 

30,450 円 
年４回 

５・８・11・２月(口座振込) 

支給制限 

・  施設に入所している場合 

・  病院等に３ヶ月を超えて入院している場合 

・  受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方  

必要なもの 
手帳、預金通帳、マイナンバーカード（提示により確認） 

※診断書が必要な場合があります。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

○障害児福祉手当（国） 

 在宅で、重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る 20 歳未満の障害児に対して手当を支給します。 

対象者 支給月額 支給方法 

おおむね身体障害者手帳１・２級、

療育手帳◯Ａ程度の障害のある方 
16,560 円 

年４回 

５・８・11・２月(口座振込) 

支給制限 
・  施設に入所している場合 

・  受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方  

必要なもの 
手帳、預金通帳、マイナンバーカード（提示により確認） 

※診断書が必要な場合があります。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

４．手当など 



１４ 

 ○特別児童扶養手当（国） 

 精神または身体に重度または中程度の障害を有するため、日常生活において介

護を必要とする 20 歳未満の児童を育てている家庭に対して手当を支給します。 

受給資格者 支給月額 支給方法 

障害児を監護する父母、または障害

児を監護し同居かつ生計を維持す

る養育者 

１級 58,450 円 

２級 38,930 円 

年３回 

４・８・12 月(口座振込) 

支給制限 
・  施設に入所している場合 

・  受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方  

必要なもの 

診断書、印鑑（朱肉を使うもの）、戸籍謄本、預金通帳（受給資格

者名義）、マイナンバーカード（提示により確認） 

※手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

○ねたきり身体障害者福祉手当・在宅重度知的障害者福祉手当（県） 

 在宅の、おおむね６ヶ月以上のねたきりの身体障害者（20 歳以上 65 歳未満）

および重度知的障害者（20 歳以上）の方、またはその方と同居かつ介護してい

る家族に手当を支給します。 

対象者 支給月額 支給方法 

在宅でおおむね６ヶ月以上ねたきりの身

体障害者（手帳の取得要件はありません）

と療育手帳Ａの２以上をお持ちの方 

8,650 円 
年３回 

４・８・12 月(口座振込) 

支給制限 

・  施設に入所している場合、病院等に３ヶ月を超えて入院してい

る場合 

・  受給者、配偶者または扶養義務者が一定の所得を超える方  

・  特別障害者手当を支給されている方 

必要なもの 
手帳、預金通帳  

※民生委員の証明が必要な場合があります。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 



１５ 

 

５．医療費助成など 

○心身障害者（児）医療費助成 

 医療機関に支払った保険診療の自己負担を助成します。(入院時食事療養費は除く。) 

※介護保険サービスを利用したときの自己負担は除きます。  

対 象 者 

・  身体障害者手帳２級以上をお持ちの方 

・  療育手帳Ａの２以上をお持ちの方 

・  精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの方（令和 2 年 8 月 1 日～） 

※以下の方は対象になりません。 

・平成 27 年 8 月 1 日以降 

①65 歳以上で新たに助成対象の手帳を取得した方 

②65 歳以上で障害程度の変更、障害追加、再認定により上記 

の障害程度になる方 

 ・生活保護受給者 

所得制限 
障害者および障害者と同一の医療保険に加入している方※1 の市民

税所得割の合計額 235,000 円以上の場合 

給付方法 

○現物給付（医療機関の窓口で自己負担が軽減されます) 
 市が発行する受給券を医療機関に提示すると、千葉県内の医療機関で

は自己負担額のみで受診できます。 

 ※受給券が利用できない医療機関もあります。  

○償還払い(支払った医療費が後から給付されます) 
 ①医療機関の領収書(保険点数などの内訳記載があるもの)の原本と

請求書を障害支援室に提出。 

 ②内容を審査した後に、保険の高額療養費や附加給付等がある場合は

その額を控除して自己負担額との差額を口座に振り込みます。 

自己負担 
通院１回、入院１日につき 300 円 

※市民税所得割非課税世帯は無料です。 

必要なもの 
手帳、預金通帳、保険情報の確認できる書類等(障害者および障害

者と同一の医療保険に加入している方全員分) 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

備  考 
医療保険が適用されない医療費（自費診療、予防接種、文書料、入院時

の食事代、室料差額負担金など）は助成されません。  

 
 
※１ 
医療保険単位の世帯 
①＋②＋③＋④ 

  の保険証 
 
住民票の世帯 
①+②+③+④+⑤ 
 
 

 
①障 害 者 

 (国保) 

③障害者の

子（国保） 

② 障 害 者 の

夫・妻（国保） 

④ 障害者の 

子の夫・妻（国保） 

⑤障害者の

子 (社保) 



１６ 

○自立支援医療（更生医療） 

 障害程度を軽くしたり、残された機能を回復することを目的とした手術等を受

ける場合、必要な医療費を公費で負担します。 

対 象 者 身体障害者手帳をお持ちの満 18 歳以上の方 

費  用 

原則として医療費の１割が自己負担となります。ただし、所得要件

および特定の疾病・症状などに応じて１ヶ月の医療費自己負担分の

上限が設定されています。 

利用方法 
市より受給者証の交付を受け、県より指定を受けた医療機関と薬局で

受診します。更新や受給者証に変更がある場合は手続が必要です。  

申請に 

必要なもの 

手帳、保険情報の確認できる書類等(障害者および障害者と同一の

医療保険に加入している方全員分)、所定の要否意見書、マイナン

バーカード（提示により確認） 

窓  口 
障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

※自立支援医療（更生医療）の支給対象は、身体障害者手帳に記載のある障害

が対象になりますので、申請前に必ずご相談ください。 

備  考 
助成を受けることができる医療機関は、都道府県知事の指定を受け

た医療機関に限られます。 

【対象となる障害と標準的な治療の例】 

対象となる障害 対象となる標準的な治療・医療(例) 

視覚障害 ・白内障手術、網膜剥離手術、角膜移植術 等 

聴覚障害 ・穿孔閉鎖術、形成術（外耳道形成術） 等 

音声・言語・そしゃ

く機能障害 

・形成術（口蓋裂、兎唇等による音声、言語機能障害） 

・歯科矯正 等 

肢体不自由 
・  形成術（関節拘縮、関節硬直） 

・  人工関節置換術 等 

内部障害 

じん臓 人工透析療法、じん臓移植およびこれらに伴う医療 

心臓 
・  弁形成術、弁置換術  

・  冠動脈、大動脈バイパス移植術、経皮的冠動脈形成術  等 

小腸 中心静脈栄養法 等 

免疫 抗ＨＩＶ療法、免疫調節療法 等 

肝臓 肝臓移植術、移植後の抗免疫療法 



１７ 

○自立支援医療（育成医療） 

 身体に障害があり、手術等により確実な治療効果が期待できる児童に対し、医

療費の一部を公費で負担します。 

対 象 者 

18 歳未満で下記の障害に該当する児童 

・  視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障

害、肢体不自由、心臓・じん臓・その他の内部障害によるもの

（先天性のものに限る） 

費  用 

原則として医療費の１割が自己負担となります。ただし、所得要件

および特定の疾病・症状などに応じて１ヶ月の医療費自己負担分の

上限が設定されています。 

申請に 

必要なもの 

保険情報の確認できる書類等(障害者および障害者と同一の医療保

険に加入している方全員分)、所定の要否意見書、マイナンバーカ

ード（提示により確認） 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

備  考 

詳しくは上記窓口にお問い合わせください。 

※疾患・疾病により、対象にならない場合がありますので、申請前

に必ずご相談ください。  

 

○自立支援医療（精神通院） 

 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害者の通院医療に係る費用の

一部を公費で負担します。 

対 象 者 精神障害により通院医療を受けている方 

費  用 

原則として医療費の１割が自己負担となります。ただし、所得要件

および特定の疾病・症状などに応じて１ヶ月の医療費自己負担分の

上限が設定されています。 

申請に 

必要なもの 

・世帯全員の保険情報の確認できる書類等・所定の診断書 

・マイナンバーカード（提示により確認） 

※所得確認書類が必要な場合があります。また診断書が省略でき

る場合があります。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

備  考 
助成を受けることができる医療機関は、都道府県知事の指定を受け

た医療機関に限られます。 



１８ 

○指定難病医療費助成（国） 

「難病法」による医療費助成の対象となるのは原則として「指定難病」と診断さ

れ「重症度分類等」に照らして症状の程度が一定程度以上の場合となります。  

 

対象医療 
 

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5

条第1項に規定する疾病等 

申請に 

必要なもの 

①  申請書 

②  臨床調査個人票（診断書） 

③  世帯全員の住民票（原則３か月以内に発行されたもの） 

④  保険情報の確認できる書類等 

社保・共済…本人と被保険者分 

国保・後期…同じ保険の方全員分 

生活保護受給者…生活保護受給証明書 

⑤  所得課税証明書 

⑥  マイナンバーカード（提示により確認） 

 

＊上記以外の必要書類については、下記窓口へお問い合わせ下さ

い。 

自己  

負担額 
所得に応じた自己負担があります。 

窓  口 
千葉県海匝健康福祉センター（保健所）  

地域保健福祉課  電話 22-0206 

備  考 詳しくは上記窓口でお問い合わせの上ご確認ください。  

 

javascript:openLawDoc('9',%20'50',%20'2014',%20'at5cl1');
javascript:openLawDoc('9',%20'50',%20'2014',%20'at5cl1');


１９ 

○小児慢性特定疾病医療費助成 
 

 小児慢性特定疾患のうち、下記の疾患について、医療費の自己負担分の一部を

公費で負担します。 

対 象 者 
下記の対象疾患に罹患している 18 歳未満の児童（18 歳到達後も引

き続き治療が必要であると認められる場合は 20 歳まで） 

窓  口 海匝健康福祉センター 地域保健福祉課 電話 22-0206 

【対象疾患群】    （大分類） 

悪性新生物 （白血病、骨髄異形成症候群、リンパ腫 等） 

慢性腎疾患 （ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎 等） 

慢性呼吸器疾患 （気道狭窄、気管支喘息 等） 

慢性心疾患 （洞不全症候群、モビッツ２型ブロック 等） 

内分泌疾患 （下垂体機能低下症、下垂体性巨人症 等） 

膠原病 （膠原病疾患、血管炎症候群 等） 

糖尿病 （糖尿病） 

先天性代謝異常 （アミノ酸代謝異常症、有機酸代謝異常症 等） 

血液疾患 （巨赤芽球性貧血、赤芽球癆 等） 

免疫疾患 （複合免疫不全症、免疫不全を伴う特徴的な症候群 等） 

神経・筋疾患 （脊髄髄膜瘤、仙尾部奇形腫 等） 

慢性消化器疾患 （先天性吸収不全症、徴絨毛封入体病 等） 

染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群（染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群） 

皮膚疾患群 （眼皮膚白皮症（先天性白皮症） 等） 

骨系統疾患 （胸郭不全症候群 等） 

脈管系疾患 （脈管奇形 等） 

 成長ホルモン治療  

※  疾患ごとに一定の対象基準が設けられています。 
 

○特定疾病療養（医療） 

 長期にわたり高額な医療費が必要となる疾病について、加入している健康保険

が、治療に要する医療費のうち自己負担限度額を超えた分を支給します。 

対 象 者 

・  先天性血液凝固因子障害の一部の方 

・  人工透析が必要な慢性腎不全の方 

・  血液凝固因子製剤の投与に起因するＨＩＶ感染症の方 

自己負担

限度額 

１ヶ月 10,000 円 

※人工透析が必要な慢性腎不全の 70 歳未満の方で、一定所得以上

の方は 20,000 円 

窓  口 

加入している健康保険 

・国民健康保険   →市民課保険年金室(4 番窓口)電話 24-8955 

・後期高齢者医療制度→市民課保険年金室(3 番窓口)電話 24-8958 

・上記以外の健康保険→それぞれの健康保険組合 等 



２０ 

○先天性血液凝固因子障害等治療研究事業 

  

 下記の対象疾患にかかる医療費（保険診療分）の自己負担分について公費負担

します。なお、特定疾病療養受給対象者の方は、自己負担限度額の 10,000 円以

内での公費負担になります。 

対 象 者 下記の対象疾患に罹患している方（20 歳以上） 

窓  口 海匝健康福祉センター 地域保健福祉課  電話 22-0206 

【対象疾患群】 

先天性血液凝固因子欠乏症 第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症 

第 II 因子(プロトロビン)欠乏症 

第 V 因子(不安定因子)欠乏症 

第 VII 因子(安定因子)欠乏症 

第 VIII 因子欠乏症(血友病 A) 

第 IX 因子欠乏症(血友病 B) 

第 X 因子(スチュアート・プラウア)欠乏症 

第 XI 因子(PTA)欠乏症 

第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症 

第 XIII 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症 

von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病 

血液凝固因子製剤の投与に

起因するＨＩＶ感染症 

 

 

○障害認定による後期高齢者医療の受給資格 

  

一定の障害程度にある 65歳以上 75歳未満の方は、後期高齢者医療制度により、

所得の状況に応じて 1割・2割・3割の自己負担で医療を受けることができます。 

対 象 者 

・  身体障害者手帳１～３級の方 

・  身体障害者手帳４級のうち、音声・言語機能障害、下肢機能障

害の一部の方 

・  療育手帳◯Ａ、Ａの方 

・  精神障害者保健福祉手帳１・２級の方 

・  国民年金証書 1 級・2 級（障害基礎年金等）の方 

手  続 
手帳または障害状態を明らかにする書類（年金証書等）、  

加入している健康保険の資格確認書またはマイナ保険証  

窓  口 市民課保険年金室（3 番窓口） 電話 24-8958 

 



２１ 

 

６．補装具・日常生活用具 

○補装具の交付・修理等 

 身体障害者手帳をお持ちの方や難病等の方に、職業や日常生活を容易にするた

め、身体機能を補完し、または代替する装具の交付と修理を行う費用を支給し

ます。 

※補装具費の支給は、原則として身体障害者手帳に記載のある障害が対象になり、

装具によっては等級などに制限もありますので、必ず購入・修理前にご相談く

ださい。（個人で購入・修理した補装具は助成できません。）  

対象者 

身体障害者手帳をお持ちの方や難病等の方。ただし、対象者本人ま

たは配偶者のうち、市民税所得割の最多納税者の税額が 46 万円以

上の場合は対象となりません。（申請者が障害児の場合は、世帯員

の所得制限はありません。） 

費 用 

費用の１割が原則として自己負担となります。ただし、世帯の所得

に応じて、負担額が変わる場合があります。 

（1 か月の負担上限月額 37,200 円） 

必要なもの 

・身体障害者の方（身体障害者手帳） 

・マイナンバーカード（提示により確認） 

 

※補装具の種類によって、業者からの見積書や、医師の意見書が必

要な場合があります。また、千葉県中央障害者相談センターでの判

定が必要な場合があります。 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

備 考 介護保険法の対象とならない場合に限ります。 

 

【補装具の種類】 

障害名 種類 

肢体不自由関係 
義肢、装具、車いす、電動車いす、歩行器、座位保持装置、

歩行補助つえ（一本杖を除く）、重度障害者用意思伝達装置  

視 覚 障 害 関 係 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴 覚 障 害 関 係 補聴器 

身体障害児のみ 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 



２２ 

○難聴児補聴器購入費の助成 

身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入

に要する費用の一部を助成します。※必ず購入前にご相談ください。 

対象者 

次の要件をすべて満たす方 

①  市内に住所のある１８歳未満の方  

②  両耳の聴力レベルが３０デシベル以上７０デシベル未満（医師

が装用の必要を認めた場合は３０デシベル未満でも対象）で、

身体障害者手帳の交付対象者とならない方  

③  補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できる

と指定医療機関（※）の医師の判断を受けている方  

④  対象児の世帯に市民税所得割額 46 万円以上の方がいない方 

 

※指定医療機関については下記窓口に問い合わせください。  

助成額 補助基準額の３分の２（1,000 円未満切捨て）を助成します。 

耐用年数 ５年（イヤモールド交換を含め、修理に対する助成はありません。） 

必要なもの 
申請書、医師意見書（指定医療機関の医師が作成した意見書）、 

補聴器見積書（補聴器業者が作成した見積書） 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 
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補助基準額一覧表 

種  類 附 属 品 １台当たりの基準額 備  考 

軽度・中等度難聴用ポケッ
ト型補聴器 

 
１ 電池 
２ イヤモールド 

43,200 円 

イ ヤ モ ー ル ド を 
必要としない場合
は、9,000 円を基準
額から減額する。 

軽度・中等度難聴用耳かけ
型補聴器 

52,900 円 

高度難聴用ポケット型補聴器 43,200 円 

高度難聴用耳かけ型補聴器 52,900 円 

重度難聴用ポケット型補聴器 64,800 円 

重度難聴用耳かけ型補聴器 76,300 円 

耳あな型補聴器 
(レディメイド) 

 
電池 87,000 円  

耳あな型補聴器 
(オーダーメイド) 

137,000 円  

骨導式ポケット型補聴器 
１ 電池 
２ 骨導レシーバー 
３ ヘッドバンド 

70,100 円  

骨導式眼鏡型補聴器 
１ 電池 
２ 平面レンズ 

127,200 円 

平面レンズを必要
としない場合は、平
面レンズ１枚につき
3,600 円を基準額か
ら減額する。 

備考 

  １ エフエム型受信機を必要とする場合は、80,000 円以下の範囲内で必要な額を基準額に加算する。 

  ２ エフエム型ワイヤレスマイク（充電池を含む。）を必要とする場合は、 98,000 円以

下の範囲内で必要な額を基準額に加算する。 

  ３ オーディオシューを必要とする場合は、5,000 円以下の範囲内で必要な額を基準額に加算する。 

  ４ 補聴器販売者が補聴器に係る消費税を負担しているときは、基準額に 100 分の 103 を乗じた額

を基準額とする。 

○点字図書の給付 

 銚子市内に居住する文字による情報入手が困難な視覚障害者に点訳などにより

作成した図書を給付します。 

対象者 

銚子市内に居住する文字による情報入手が困難な視覚障害者。 

ただし、対象者本人または配偶者（障害児の場合は世帯全員）

のうち、市民税所得割の最多納税者の税額が、46 万円以上の

場合は対象となりません。 

費 用 

費用の１割が原則として自己負担となります。ただし、世帯

の所得に応じて、負担額が変わる場合があります。 

（1 か月の負担上限月額 37,200 円） 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 



２４ 

○日常生活用具の給付 

 身体障害者手帳をお持ちの方や難病等の方に、日常生活の利便を図るための  

用具を給付します。原則として、在宅の方が対象となります。品目ごとに対象

者が決まっています。 

※必ず購入前にご相談ください。 

対象者 

身体障害者手帳をお持ちの方や難病等の方。 

＊銚子市に住所がある方、居住地特例の方。 

ただし、対象者本人または配偶者（障害児の場合は世帯全員）の  

うち、市民税所得割の最多納税者の税額が、46 万円以上の場合は

対象となりません。 

費 用 

費用の１割が原則として自己負担となります。ただし、世帯の所得

に応じて、負担額が変わる場合があります。 

（1 か月の負担上限月額 37,200 円） 

必要なもの 

・身体障害者手帳 

・医師の意見書（難病等の方は必須です。身体障害者手帳をお持ち

の方も品目によっては必要になります。） 

・業者の見積書 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

備 考 介護保険に該当する方は、介護保険制度が優先になります。  

 

【日常生活用具の品目等】 

種

目 
品目 対象者 

耐用

年数 
基準額 

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

特 殊 寝 台 

１ 下肢または体幹機能障害２級以上で、原則と

して 18 歳以上の者 

２ 難病患者等であって、寝たきりの状態にある

もの 

８年 154,000 円 

特殊マット 

１ 下肢または体幹機能障害１級以上で、原則と

して３歳以上の者（常時介護を要する者に限

る） 

２ 難病患者等であって、寝たきりの状態にある

もの 

５年 19,600 円 

特 殊 尿 器 

１ 下肢又は体幹機能障害１級以上で、原則とし

て学齢以上の者(常時介護を要する者に限る。) 

２ 難病患者等であって、自力で排尿できないも

の  

５年 67,000 円 



２５ 

種

目 
品目 対象者 

耐用

年数 
基準額 

介
護
・
訓
練
支
援
用
具 

入 浴 担 架 

下肢又は体幹機能障害２級以上で、原則として３

歳以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助

を要する者に限る。) 

５年 82,400 円 

体位変換器 

１ 下肢又は体幹機能障害２級以上で、原則とし

て学齢以上の者(下着交換等に当たって、家族

等他人の介助を要する者に限る。) 

２ 難病患者等であって、寝たきりの状態にある

もの 

５年 15,000 円 

移動用リフ

ト（ただし、

天井走行型そ

の他住宅改造

を伴うものを

除く）  

１ 下肢又は体幹機能障害２級以上で、原則とし

て３歳以上の者 

２ 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能障

害があるもの 

４年 159,000 円 

訓練いす 
（付属のテー

ブルを含む）  

下肢又は体幹機能障害２級以上の児童で、原則と

して３歳以上の者 
５年 33,100 円 

訓練用ベッ

ド 

１ 下肢又は体幹機能障害２級以上の児童で、原

則として学齢以上の者 

２ 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能障

害があるもの 

８年 159,200 円 

自
立
生
活
支
援
用
具 

入浴補助用具
（設置に当た

り住宅改修を

伴うものを除

く。） 

１ 下肢又は体幹機能障害者で、原則として３歳

以上の者（入浴に当たって、家族等他人の介助

を要する者に限る。） 

２ 難病患者等であって、入浴に当たって家族等

他人の介助を要するもの 

８年 90,000 円 

便  器 
（手すりをつ

けることがで

きる）（取替に

当たり住宅改

修を伴うもの

を除く。）  

１ 下肢又は体幹機能障害２級以上で、原則とし

て学齢以上の者 

２ 難病患者等であって、常時介護を要するもの 

８年 

便器本体 
4,450 円 

手すり付 
 5,400 円 

頭部保護帽 
平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を有す

る者、知的障害の程度が重度又は最重度の者で、

てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 

３年 12,160 円 

Ｔ字状・棒
状のつえ 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害２級以
上の者 

３年 5,000 円 

移動・移乗

支 援 用 具
(手すり、スロ

ープ等)（設置

に当たり住宅

改修を伴うも

のを除く。） 

１  平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害を

有する、原則として３歳以上の者（家庭内の移

動等において介助を要する者に限る。） 

２ 難病患者等であって、下肢の機能障害がある

もの 

８年 60,000 円 

特 殊 便 器
（取替に当た

り住宅改修を

伴うものを除

く。） 

１ 上肢機能障害２級以上で、原則として学齢以
上の者 

２ 難病患者等であって、上肢の機能障害がある
もの 

８年 151,200 円 



２６ 

種

目 
品目 対象者 

耐用

年数 
基準額 

自
立
生
活
支
援
用
具 

火災警報器 

身体障害者手帳の等級２級以上又は知的障害の

程度が重度又は最重度の者(火災発生の感知及び

避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯に限る。) 

８年 15,500 円 

自動消火器 

１  身体障害者手帳の等級２級以上又は知的障

害の程度が重度又は最重度の者(火災発生の感

知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯

及びこれに準ずる世帯に限る。) 

２ 難病患者等であって、火災発生の感知及び避

難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれ

に準ずる世帯に属するもの 

８年 28,700 円 

電磁調理器 

視覚障害２級以上、又は知的障害の程度が重度又

は最重度かつ１８歳以上の者(当該障害者のみの

世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) 

６年 41,000 円 

歩行時間延
長信号機用
小型送信機 

視覚障害２級以上で、原則として学齢以上の者 10 年 7,000 円 

聴覚障害者

用屋内信号

装置 

聴覚障害２級以上の者 (当該聴覚障害者のみの世

帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認

められる世帯に限る。) 

10 年 87,400 円 

在

宅

療

養

等

支

援

用

具 

透析液加温

器 

じん臓機能障害３級以上の者で、自己連続携行式

腹膜かん流法(ＣＡＰＤ)による透析療法を行う、

原則として３歳以上の者 

５年 51,500 円 

ネ ブ ラ イ

ザー 

(吸入器) 

１  呼吸器機能障害３級以上又は同程度の身体

障害者であって、必要と認められる、原則とし

て学齢以上の者 

２ 難病患者等であって、呼吸器の機能障害があ

るもの 

５年 36,000 円 

電気式たん
吸引器 

同上 ５年 56,400 円 

酸 素 ボ ン

ベ運搬車 

医療保険における在宅酸素療法を行う、原則とし

て１８歳以上の者 
10 年 17,000 円 

視覚障害者

用 体 温 計

(音声式) 

視覚障害２級以上で、原則として学齢以上の者

(当該視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世

帯に限る。) 

５年 9,000 円 

視覚障害者用

体重計 
同上 ５年 18,000 円 

動脈血中酸素

飽和度測定器
（パルスオキシ

メーター） 

 

難病患者等であって、人工呼吸器の装着が必要な

もの 

 

５年 157,500 円 

 



２７ 

種

目 
品目 対象者 

耐用

年数 
基準額 

在

宅

療

養

等 

支

援

用

具  

発動発電機 

１ 呼吸器機能障害１級又は同程度の身体障害 

者であって、市長が必要であると認めるもの

（在宅で常時人工呼吸器の装着が必要なもの

に限る。） 

２ 難病患者等であって、在宅で常時人工呼吸器 

の装着が必要なもの 

10 年 100,000 円 

情   

 

報

 

・  

 

意  

 

思  

 

疎  

 

通   

 

支   

 

援   

 

用  

 

具 

 

 

 

携帯用会話

補助装置 

音声機能若しくは言語機能又は肢体不自由者で

あって、発声・発語に著しい障害を有する、原則

として学齢以上の者 

５年 98,800 円 

情報・通信

支援用具※ 
視覚障害又は上肢機能障害２級以上の者 ６年 100,000 円 

点字ディス

プレイ 

視覚障害２級以上かつ聴覚障害２級以上の者で、

原則として１８歳以上の者（市長が必要と認める

者に限る。） 

６年 383,500 円 

点 字 器 
視覚障害者(就労若しくは就学している者又は就

労が見込まれる者に限る。) 
５年 10,400 円 

点字タイプ

ライター 

視覚障害２級以上の者(就労若しくは就学してい

る者又は就労が見込まれる者に限る。) 
５年 63,100 円 

視覚障害者用

ポータブルレ

コーダー 

視覚障害２級以上で、原則として学齢以上の者 ６年 

録音再生機 
85,000円 

再生専用機 
48,000円 

視覚障害者

用活字文書

読上げ装置 

視覚障害２級以上で、原則として学齢以上の者 ６年 99,800 円 

視覚障害者用

読書器 

視覚障害者であって、本装置により文字等を読む

ことが可能になる、原則として学齢以上の者 
８年 198,000 円 

視覚障害者

用時計 
視覚障害２級以上で、原則として１８歳以上の者 10 年 14,500 円 

聴覚障害者

用通信装置 

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有する者

であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手

段として市長が必要と認める、原則として学齢以

上の者 

５年 71,000 円 

聴覚障害者用

情報受信装置 

聴覚障害者（本装置によりテレビの視聴が可能に

なる者に限る。） 
６年 88,900 円 

人 工 咽 頭 咽頭摘出者 

４年 

笛式 
5,000円 

電動式 
70,100円 

－ 

人工鼻 
(常時埋込型
の人工喉頭に
限る。)  
月額 

23,760 円 



２８ 

種

目 
品目 対象者 

耐用

年数 
基準額 

排
泄
管
理
支
援
用
具 

ストマ用 

装具 

ストマ造設者 

（入院中、入所中の方も対象となります。） 

月額上限額を超えて購入した場合は、超えた金

額は、全額個人負担になります。 

－ 

蓄便袋等 
月額 

8,858円 
蓄尿袋等 
月額 

11,639 円 

紙 お む つ 等
(紙おむつ、洗

腸用具、等衛

生用品) 

高度の排便若しくは排尿機能障害又は脳原性運

動機能障害かつ意思表示困難者であって、３歳以

上の者 

－ 
月額 

12,000 円 

収 尿 器 高度の排尿機能障害者 １年 8,500 円 

住
宅
改
修
費 

※ 

居宅生活動
作補助用具
（特殊便器
を除く。） 

1 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交 

付を受けたものであって、障害の程度が省令別 

表第 5 号に定める 1 級から 3 級まで（下肢又は 

体幹の機能障害若しくは乳幼児期以前の非進 

行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障 

害に限る。）に限る。）に該当するもの 

2 難病患者等であって、下肢又は体幹の機能障 

害があるもの 

－ 200,000 円 

居宅生活動
作補助用具
（特殊便器
に限る。） 

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付

を受けたものであって、障害の程度が省令別表第

5 号に定める 1 級又は 2 級（上肢の機能障害に限

る。）に該当するもの 

※情報・通信支援用具：障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケ

ーションソフト等 

 ※住宅改修費：住宅改修費に係る支給は、一の住宅につき 1 回限りとする。 

 
 

○日常生活用具の貸出 

 銚子市内に居住する身体障害者、難病等の方および銚子市内にある公の施設を

利用する身体障害者、難病等の方のために貸出を行っています。 

貸出しする種目 折りたたみ式携帯用スロープ（200 ㎝/165 ㎝） 

貸出期間 30 日を標準とし、連続して 90 日を超えない範囲 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 



２９ 

○紙おむつの給付 

  

障害者手帳をお持ちの方や難病等の方で、居宅で介護を受けている方に対して

紙おむつを給付します。 

※必ず申請前にご相談ください。 

 

対 象 者 

市内に住民登録のある、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者

保健福祉手帳をお持ちの方や難病等の方（Ｐ76 の難病患者等対象

疾患一覧表参照）で、市内の居宅において介護を受けており、常時

紙おむつを使用している６５歳未満の方。 

ただし、障害者本人及び配偶者のいずれかの市民税が課税されて

いる場合、障害児は世帯の市民税所得割合計が 46 万円以上の場合

は対象となりません。 

給付枚数 1 か月 上限 ３０枚（尿とりパッド ９０枚） 

費  用 課税世帯は費用の一部が自己負担となります。 

必要なもの 
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、  

難病等の方（診断書または特定疾患医療受給者証等） 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

※介護保険制度の対象となる方に関しては、高齢者福祉課へご相談ください。 

 



３０ 

 

７．障害福祉サービス、障害児サービス及び相談支援 

○障害福祉サービス（介護給付及び訓練等給付） 

 障害のある人が地域で自立した生活が送れるよう、総合的な障害福祉サービス

を提供します。在宅で、訪問や通所等で利用するサービスと、入所施設で行う

サービスがあります。 

【介護給付】：一定の障害程度区分の方に、生活上・療養上必要な介護を行います。  

サービス名 サービス内容 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

○障害者・児の自宅をホームヘルパーが訪問して、次のサービ

スを行います。 

・身体介護…食事、排せつ、着替え、入浴等の介助  

・家事援助…掃除、洗濯、調理、買い物等の援助  

・通院介助…病院等への通院介助など 

その他必要に応じ介護などについての助言・相談  

 

※障害支援区分１以上 

重度訪問介護 

○重度の肢体不自由者、知的障害者または精神障害者で常に介

護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、

外出時における移動支援などを総合的に行います。  

 

※障害支援区分４以上で一定の要件を満たす方  

重度障害者等 

包括支援 

○介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービス

を包括的に行います。 

 

※障害支援区分６以上で一定の要件を満たす方  

行動援護 

○自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を

回避するために必要な支援、外出支援を行います。  

 

※障害支援区分３以上の方 

※別途認定調査が必要になります。 

同行援護 

○視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者（児）に対

し、移動時及びそれに伴う外出先において、必要な視覚的情

報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護その他外出する

際に必要となる援助を行います。 

 

※身体介護を伴わない場合：アセスメント調査が必要  

※身体介護を伴う場合：アセスメント調査のほかに、認定調査

が必要です。（障害支援区分２以上の方） 
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サービス名 サービス内容 

療養介護 

○医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療

養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。  

 

※ＡＬＳ  障害支援区分６以上 

※筋ジストロフィー 障害支援区分５以上 

※重症心身障害者  障害支援区分５以上 

生活介護 

○障害者支援施設等において、日中、入浴、排せつ、食事の介

護や日常生活上の支援を行います。 

○軽作業の生活活動や創作的活動の機会を提供します。  

○これらを通じて、身体能力、日常生活能力の維持向上を目指

します。 

 

※障害支援区分３以上 

※施設入所の場合、障害支援区分４以上 

※（５０歳以上は区分２以上、施設入所の場合は区分３以上） 

短期入所 
（ショートステイ） 

○自宅で介護する人が病気などの場合に、居宅において一時的

に介護ができなくなった場合に障害者・児を施設で預かり、

入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

 

※障害支援区分１以上の方 

施設入所支援 
（障害者支援施設で

の夜間ケア等） 

○施設において、夜間における入浴、排せつ、食事の介護や日

常生活上の相談支援等を行います。 

 

※生活介護利用者のうち障害支援区分４以上 

(５０歳以上は区分３以上) 

 

【訓練等給付】：身体的または社会的なリハビリや就労につながる支援を行います  

サービス名 サービス内容 

自立訓練 
（機能訓練） 

（生活訓練） 

○自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身

体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。  

就労移行支援 
○一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要

な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。  

就労継続支援 

（Ａ型＝雇用型 

Ｂ型＝非雇用型） 

○一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するととも

に、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。  

就労定着支援 
○就労移行支援等を利用して雇用された障害者で、生活面の課

題が生じている場合に関係機関等との連絡調整、相談支援を

行います。 
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サービス名 サービス内容 

就労選択支援 

〇障害のある方が自身の能力や適性に合った働き方（一般就労、

障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、Ｂ型など）を

主体的に選択できるよう専門家がアセスメント（評価）し、サ

ポートします。 

自立生活援助 
○施設やグループホーム等からひとり暮らしに移行した時に自

立した日常生活を営むための環境整備に必要な相談援助等を

行います。 

共同生活援助 
（グループホーム） 

○夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の

介護等及び相談や日常生活上の援助を行います。  

 

※身体障害者については、６５歳前に障害福祉サービスを利用

している方に限ります。 

  

【地域相談支援】 

サービス名 サービス内容 

地域移行支援 

○障害者支援施設・保護施設・矯正施設等に入所または精神科

病院に入院をしている障害者に対し、住居の確保や地域生活

の準備、福祉サービスの見学・体験のための外出への同行支

援、地域における生活に移行するための活動に関する相談そ

の他支援を行います。 

地域定着支援 
○居宅で一人暮らしをしている障害者等に対する夜間を含む緊

急時における連絡体制を確保し、障害の特性に応じた緊急事

態等に相談その他必要な支援を行います。 
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○障害児サービス 

 障害のある児童が身近な地域で支援が受けられるよう、どの障害にも対応でき

るようにするとともに、引き続き、障害特性に応じた専門的な支援を提供しま

す。 

【障害児通所支援】 

サービス名 サービス内容 

児童発達支援 

 

○児童発達支援センター等の施設に通わせ、日常生活における

基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓

練等を行います。 

○肢体不自由のある児童については、引き続き、医療型で行っ

てきた治療（リハビリテーション）は実施可能です。 

 

サービス名 サービス内容 

放課後等 

デイサービス 

○学校（幼稚園及び大学を除く。）に就学している障害のある児

童について、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センタ

ー等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進等を行います。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

○児童発達支援、放課後等デイサービス等を受けるために外出

することが困難な障害のある児童について、居宅を訪問し、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集

団生活への適応訓練等を行います。 

保育所等 

訪問支援 

○保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障害のあ

る児童について、当該施設を訪問し、当該施設における障害

のある児童以外の児童との集団生活への適応のための専門的

な支援等を行います。 

 

【障害児入所支援】 

サービス名 サービス内容 

障害児入所施設 

福祉型 

○障害のある児童に対し、保護、日常生活の指導及び知識技能

の付与を行います。 

障害児入所施設 

医療型 

○障害のある児童に対し、保護、日常生活の指導、知識技能の

付与及び治療を行います。 
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○相談支援 

 

サービス名 サービス内容 

計画相談支援 

○障害福祉サービスや地域移行支援・地域定着支援の利用にあ

たり、個々のニーズや状態に応じて、必要なサービスが利用

できるよう、サービスの種類やその必要量についてサービス

等利用計画の作成やモニタリング等を行います。  

障害児相談支援 

○障害児通所支援の利用にあたり、個々のニーズや状態に応じ

て、必要なサービスが利用できるよう、サービスの種類やそ

の必要量についてサービス等利用計画の作成やモニタリング

等を行います。 
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【利用の手続き】 

障害福祉サービス等を利用するためには事前の申請等が必要です。  

 

申 請 受 付 
 

障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

  

調    査 

 市職員等が障害者等または障害児の保護者と面接し

て、心身の状況や生活環境等についての調査を行いま

す。 

 

障害支援区分の 

認定・通知 

 市では調査の結果及び医師の診断結果をもとに、審査

会で審査・判定を行い、どのくらいサービスが必要な

状態か（障害支援区分）認定し、通知します。 

 

サービス等利用計 

画案の作成・提出 

 
障害者等または障害児の保護者は、サービス等利用計

画案を相談支援事業所で作成し、市に提出します。  

 

支給決定通知 

受給者証の発行 

 
市では障害支援区分やサービス等利用計画案をもとに

サービスの支給量等を決定し、通知します。併せて「障

害福祉サービス受給者証」を交付します。 

 

サービス等利用計画 

の作成・提出 

 
障害者等または障害児の保護者は、相談支援事業所で

受給者証を提示してサービス等利用計画を作成し、市

に提出します。 

 

契約・サービス利用 

 
障害者等または障害児の保護者は、サービス事業所に

受給者証を提示、契約してサービスを利用します。  

 

 

※平成２５年４月１日から、身体障害者、知的障害者、精神障害者の他に難病等

の方（障害者総合支援法に基づく難病患者等）もサービスの対象となりました。  

 

※申請の際には、マイナンバーカードの提示が必要です。  
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８．地域生活支援事業 

○地域活動支援センター 

 

内  容 

Ⅰ型 

障害のある方を対象に、創作活動または生産活動の機会の提供お

よび社会との交流促進等のサービスを実施します。  

また、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調

整・地域ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための

普及啓発等の事業を行います。 

Ⅱ型 
障害のある方を対象に、創作活動または生産活動の機会の提供お

よび社会との交流促進等のサービスを実施します。  

また、機能訓練・社会適応訓練・入浴等のサービスを行います。 

Ⅲ型 
障害のある方を対象に、創作活動または生産活動の機会の提供お

よび社会との交流促進等のサービスを実施します。  

利用方法 障害支援室、実施事業所にお問い合わせください。 

事 業 所 Ⅰ型 

かんらん（銚子市）電話 24-7730 

※精神障害者のための「ピアサポート相談」事業も併せて

行っています。(予約制)  

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

○知的障害者職親委託事業 

 

内 容 

知的障害者の更生援護に熱意を持っている事業経営者で希望する方

を職親（職業と生活の親代わり）として登録し、知的障害者を委託

して生活指導及び技能習得訓練を行います。 

窓  口 
障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

※詳細は、お問い合わせください。 
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○移動支援サービス 

  

対象者 

次の障害に該当し、社会生活上必要な外出及び余暇活動等の社会参

加のための外出の際に移動の支援が必要と認められる方  

①  身体障害者手帳（視覚障害、上肢・下肢機能障害１級）をお持ち

の方 

②  療育手帳をお持ちの方 

③  精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

④  ①に準ずる難病等の方 
（グループホーム入居者等で、入居前に本市に居住していた方を含みます） 

サービス

内 容 

○障害者等の方で、外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の

際の移動を支援します。 
※重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者包括支援の対象者

は、障害福祉サービスが優先されます。 

※原則、通勤、通年かつ長期にわたる外出への支援は対象外です。 

費 用 
費用の１割と外出に要する交通費が、原則として自己負担となりま

す。ただし、世帯の所得に応じて、負担額が変わる場合があります。 

事業所 事業所一覧（別添 P64）を参照してください。 

手 続 下記窓口に、事前にご相談ください。 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 
○日中一時支援 
 

 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等を日常的に介護している

家族に対し就労支援や一時的な休息を確保します。(原則、月～金曜日の利用です) 

対象者 
昼間において監護する人がいないため、一時的に見守りその他の支

援を必要とすると認められる障害者等 
（グループホーム入居者等で、入居前に本市に居住していた方を含みます） 

費 用 
費用の１割が原則として自己負担となります。ただし、世帯の所得

に応じて、負担額が変わる場合があります。 

事業所 事業所一覧（別添 P64）を参照してください。 

手 続 下記窓口に、事前にご相談ください。 

窓 口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 
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○訪問入浴サービス 

 自宅での入浴が困難な重度な身体障害のある方に対して、定期的に訪問して、

居宅における入浴サービスを行います。 

 ※介護保険の対象となる方は介護保険制度が優先になります。  

対 象 者 

①  身体障害者手帳１級、２級を所持し、寝たきり状態で常時介護

を必要とする方 

②  ①に準ずる難病等の方 

費用および

回数 

費用の１割が原則として自己負担となります。 

ただし、世帯の所得に応じて、負担額が変わる場合があります。  

回数：月５回以内 

手  続 下記窓口へお問い合わせください。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

○手話通訳者・要約筆記者の派遣 

 聴覚、音声または言語機能障害をお持ちの方や支援団体に対して、手話通訳者

または要約筆記者の派遣を行います。 

対 象 者 
・市内に居住する聴覚、音声または言語機能障害のある方  

・市内に主たる事務所を有する聴覚障害者等支援団体 

上限時間 
・１人または１団体につき、１回当たり６時間 

・費用は無料になります。 

手  続 
・事前に登録していただいたうえでご利用ください。 

・派遣を希望する７日前までに、下記窓口へ申請してください。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 （FAX 25-7502） 
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○緊急通報装置の設置 

 在宅の障害のある方に対し、急病などの緊急事態の発生に迅速・的確に対応す

るため、あんしんセンターに通報できる装置を取り付けます。 

対 象 者 

ひとり暮らしの身体障害者および身体障害者のみの世帯に属する

身体障害者。 

 

※ただし、障害者本人または配偶者（障害児の場合は世帯全員）

のうち、市民税所得割の最多納税者の税額が 46 万円以上の場

合は対象となりません。 

費  用 
月額 200 円 

 ※ただし、世帯の所得に応じて、負担額が変わる場合があります。 

必要なもの 
・身体障害者手帳 

・協力者承諾書（近隣者２名、地区担当民生委員） 

窓   口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

○自動車運転免許証取得費用の助成 

 障害のある方の自立した日常生活および社会参加を促進するため、自動車運転

免許の取得に要する費用の一部を助成します。 

対 象 者 

①  身体障害者手帳１～４級をお持ちの方（18 歳以上） 

②  療育手帳をお持ちの方（18 歳以上） 

※障害者本人、配偶者および扶養義務者が一定の所得を超える方

は助成を受けることができません。 

助 成 額 

申請者（障害者）が教習所に納入した入学金、教習料金、検定料、

卒業証書発行手数料その他の費用の３分の２に相当する額とし、  

その額が 10 万円を超える場合は、10 万円を限度とします。 

必要なもの 

・申請書 

・運転免許取得費概算額内訳表 

・運転免許適正審査合格の証明書（必要な方） 

・銀行口座がわかるもの（通帳等） 

※必ず教習所に入校する前に相談してください。 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 
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○自動車改造費用の助成 

 身体障害者又は難病等の方が就労等に伴い、自ら自動車を取得し、その自動車

の改造（ハンドル、ブレーキ、アクセル等）に要した費用の一部を助成します。  

対 象 者 

①  身体障害者手帳１、２級（上肢、下肢または体幹機能障害に限

る）をお持ちの方（18 歳以上） 

②  運転免許証を有している方 

 

※障害者本人、配偶者および扶養義務者が一定の所得を超える方

は助成を受けることができません。 

※再申請の方は期間の制限もありますので、窓口でご確認くださ

い。 

助 成 額 

限度額 10 万円 

※自動車改造に直接要した費用の額とし、その額が 10 万円を超

える場合は、10 万円を限度とします。 

必要なもの 

・申請書 

・見積書 

・申請者の自動車運転免許証 

・当該自動車の自動車検査証の写し（申請者名義のものに限る）  

・銀行口座がわかるもの（通帳等） 

 

※改造に着手する前に必ず申請してください。 

改造後は助成できませんので、ご注意ください。 

 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

○点字・声の広報発行事業 

 毎月発行する「広報ちょうし」等を点字に訳して対象者(希望者)に郵送します。 

対 象 者 身体障害者手帳 視覚障害者等 

窓   口 
秘書広報課  電話 24-8823  

希望する場合は、窓口でご相談ください。 



４１ 

○成年後見制度の利用支援 

成年後見制度とは、知的障害や精神障害などにより物事を判断する能力が十分

でない方に対して、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に守

る制度です。 

内  容 

法定後見制度 任意後見制度 

【判断能力が不十分になってから】 
 家庭裁判所が選任した後見人等

（後見人、保佐人、補助人）が、本

人に代わって財産の管理等に伴う契

約や施設への入所契約等の法律行為

を行うものです。 

 利用するためには家庭裁判所への

審判の申立てが必要です。 

【判断能力があるうちに】 
 将来、判断能力が不十分な状態に

なった場合に備えて、あらかじめ自

らが選んだ代理人（任意後見人）に、

自分の生活、療養看護や財産管理に

関する事務について代理権を与え

る契約（任意後見契約）を、公正証

書によって結んでおく制度です。 

申 立 て 

等 窓 口 

千葉家庭裁判所八日市場支部 
匝瑳市八日市場イ２７６０ 

電話 0479-72-1300 

銚子公証役場 
銚子市西芝町 3 番地の 9 

銚子駅前大樹ビル 2 階 

電話:0479-23-6071 

 

○障害者基幹相談支援センター（障害者福祉総合相談） 

障害のある方が地域の中で安心して暮らせることをめざし、その障害の種類や

程度に応じ生活の相談や支援を行います。 

事業内容 

○相談支援 
障害者等、障害児の保護者または障害者の介護を行う者からの相談

に応じ、必要な情報の提供および助言等を行います。 

○権利擁護 
・障害者等に対する虐待防止および早期発見のための関係機関との連

絡調整を行い、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行います。 

・障害者虐待防止センター機能として、障害者虐待に関する通報、届

出の受理、障害者の保護等を行います。 

○地域の相談支援体制への支援等に関する業務 
  地域の相談支援事業者等への助言や支援、研修等を行います。 

窓   口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

備  考 
窓口、電話相談のほか、家庭訪問なども実施します。 

お気軽にご相談ください。 

 



４２ 

 

９．税金・公共料金の減免等 

○自動車税の減免 

身体障害者等の移動のために使用される自動車について、一定の要件に該当す

る場合は、千葉県で自動車税の減免を行う制度です。 

(身体障害者１人につき１台の自動車に限られています。) 

※障害者等が入院中または施設に入所している場合、減免の対象外又は下記以

外の条件がある場合がありますのでご注意ください。 

 

【対象になる障害区分・等級】 

（１）身体障害者手帳をお持ちの方 (障害が重複されている場合は、障害ごとに判断します。 ) 

障 害 の 区 分 障 害 の 等 級 

視覚障害 １級から３級までの各級および４級の１※ 

聴覚障害 ２級および３級 

平衡機能障害 ３級 

音声機能または 

言語機能障害 
３級（喉頭摘出に係るものに限る） 

上肢不自由 １級および２級 

下肢不自由 １級から６級までの各級 

体幹不自由 １級から３級までの各級および５級 

心臓機能障害 １級、３級および４級 

じん臓機能障害 １級、３級および４級 

呼吸器機能障害 １級、３級および４級 

ぼうこう・直腸・小腸機能障害 １級、３級および４級 

肝臓機能障害 １級から４級までの各級 

免疫機能障害 １級から３級までの各級  

乳幼児期以前の非進行性の 

脳病変による運動機能障害 

上肢機能 １級および２級 

移動機能 １級から６級までの各級 

※視覚障害の４級の１は視力障害であり、４級の２は視野狭さくをいいます。  

※複数の障害が記載された手帳の場合、個々の障害の区分ごとに判断します。 



４３ 

（２）療育手帳及び精神保健福祉手帳をお持ちの方 

療育手帳 

療育手帳◯Ａ（◯Ａの１、◯Ａの２）またはＡの１ 

Ａの２で、音声もしくは言語または上肢の機能障

害があり身体障害者手帳３級の方 

(重複障害のある方) 

精神保健福祉手帳 １級 

 

次の要件を満たす場合、自動車税が減免になります。  

要 

 

 

 

件 

 

①  障害者本人が運転する場合 

②  障害者と生計を一にする方が、障害者の通学、通院、通所または生業のため

に運転する場合 

③  障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が、障害者の通学、

通院、通所または生業のために運転する場合 

④  福祉施設に入所しており、月２回以上の一時帰宅や通院等のために家族が自

動車で送迎している場合 

⑤  障害者本人および同居の家族に運転できる人がいないため、近隣地に居住し

ている親族が障害者の所有している自動車を障害者のために運転する場合  

 

※④⑤の提出書類については、下記窓口（旭県税事務所銚子支所）へお問合せく

ださい。 

※事業用・リース車両の場合や、障害者本人が入院中の場合等は対象となりませ

ん。 

※自動車の所有者（納税義務者）は障害者本人または生計を一にする方に限られ

ます。 

※減免できるのは障害者１人につき１台（自動車・軽自動車含む）のみです。 

申

請

期

限 

①  3 月 31 日以前から自動車を所有されている方 

➡納税通知書の納期限 

②  障害者手帳等の交付を新規に受ける方（等級変更され新たに減免対象となる

方を含む。） 

➡障害者手帳等の新規交付日（等級変更により新たに減免対象となった日を含

む。）から１月以内 

③  自動車を新規に取得し、初めて減免を受ける方 

➡自動車の新規登録から１月以内 

④  今まで減免を受けていた自動車（前減免車）から別の自動車（申請車）へ乗

り換えされる方 

➡乗り換えした自動車の新規登録日または減免を受けていた自動車の抹消登

録日のいずれか遅い日から１月以内 

※期限を過ぎて申請があった場合、申請日の翌年度から減免となります。  



４４ 

必

要

な

も

の 

自動車の所有者 自動車の運転者 提出書類 

障害者本人 障害者本人 ①②③⑦ 

障害者本人または 

生計を一にする方 

障害者本人または 

生計を一にする方 

①②③④⑦ 

(④の代わりに⑤でも可) 

障害者本人 常時介護者 ①②③⑥⑦ 

 

①  身体障害者手帳等…対象となる手帳（原本の提示） 

②  自動車検査証記録事項が記載された書類 

…住所および使用の本拠の位置が住民票と同じであること。 

③  運転免許証(写)又はマイナ免許証（マイナ免許証から出力した免許画像を印

刷した書類）…記載の住所が住民票と同じであること。(裏面記載がある場合

は裏面も必要) 

④  自動車税等に係る生計同一証明書（住民票ではありません）  

証明機関 身体障害者手帳・療育手帳→障害支援室（①②③をお持ち下さい） 

     精神障害者保健福祉手帳 →海匝健康福祉センター  電話 22-0206 

 ※証明書の発行にあたっては、証明機関に必要な手続きをお問合せ下さい。 

⑤  使用目的を証する書類…通院証明書、通学証明書・通勤証明書、帰宅証明書、

その他専ら障害者本人の移動のために使用されていることが確認できる書面  

⑥  自動車税等に係る常時介護証明書…証明機関は④と同じ機関です。 

⑦  すでに減免を受けている（受けていた）自動車がある場合  

・名義変更した場合…名義変更後の自動車検査証記録事項が記載された書類 

・抹消登録した場合…抹消登録の証明書（登録識別情報等通知書（写）等） 

※世帯全員の住民票の提出が必要になる場合があります。  

窓

口 

 旭県税事務所       電話 0479-62-0772 

 旭県税事務所 銚子支所  電話 0479-22-5907 
 

※詳細は上記窓口にお問い合わせしてください。  
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○軽自動車税の減免 

 次の要件を満たす場合、軽自動車税が減免になります。  

 対象となる障害区分・等級は自動車税に準じます。 

要  件 

障害者本人または生計を一にする方が所有者 (納税義務者 )の軽自動車

で、 

①障害者本人が運転する場合 

②障害者と生計を一にする方が、障害者の通学、通院、通所または生業

のために運転する場合 

③障害者のみで構成される世帯の障害者を常時介護する方が、障害者の  

 通学、通院、通所または生業のために運転する場合  

※リース車両は対象となりません。 

必要なもの 

・身体障害者手帳等 

・運転免許証（写） 

・自動車検査証記録事項（写） 
※  申請期限は軽自動車税の納期限までになります。  

※  減免を受けるには、毎年度申請が必要です。 

窓  口 税務課 課税室（7 番窓口） 電話 24-8953 

備  考 
減免できる自動車は障害者１人につき１台のみです 
自動車税と軽自動車税の減免の両方を申請することはできません。  

※詳細は上記窓口へお問合せください。 
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○所得税・市県民税の障害者控除 

 

種   類 

①障害者控除 

 本人または同一生計配偶者又は扶養親族に障害がある場合、所得から

障害者控除を差し引くことができます。 

 

名称 対象者 所得税 市県民税 

障害者控除 

・身体障害者手帳３～６級 

・療育手帳Ｂの１、Ｂの２ 

・精神障害者保健福祉手帳

２、３級 

１ 人 当 た り

27 万円 

１人当たり

26 万円 

特別障害者 

控除 

・身体障害者手帳１、２級 

・ 療 育 手 帳 ◯Ａ 、 ◯Ａ の １ 、  

◯Ａの２、Ａの１、Ａの２ 

・精神障害者保健福祉手帳 

１級 

１ 人 当 た り

40 万円 

１人当たり

30 万円 

同居特別障 

害者控除 

同一生計配偶者又は扶養親

族が特別障害者で、か つ同居

を常況としている場合 

１ 人 当 た り

75 万円 

１人当たり

53 万円 
 

手   続 

確定申告（市県民税の申告）時に、対象者の障害者手帳を提示してくだ

さい。 

作成済みの申告書を提出する場合、確定申告書第二表または市県民税申

告書に、所定の事項を記載してください。 

窓   口 

(問合わせ) 

※所得税について 

銚子税務署        電話 22-1571  

※市県民税について 

税務課課税室  （７番窓口）電話 24-8951  

※給与所得者は勤務先の給与担当者にご相談ください。  
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○所得税・市県民税のその他控除 

 

種   類 

①心身障害者扶養年金掛金 

 掛金額は小規模企業共済等掛金控除となります。 

 

②ストマ用装具の購入費用 

 人工肛門または尿路変更等のストマを持つ方が、ストマケアに係る治

療を受けている場合、購入費用のうち自己負担額が医療費控除の対象

になります。 

 ※ただし、医師が発行するストマ用装具使用証明書（用紙は市役所税

務課にあります）の添付が必要です。 

 

③成人用おむつの購入費用 

 治療を継続的に行っている医師が、その治療上おむつが必要であると  

認めた場合、おむつの購入費が医療費控除の対象になります。 

※ただし、医師が発行するおむつ使用証明書（用紙は市役所税務課に

あります）または高齢者福祉課で交付するおむつに係る費用の医療

費控除証明書の添付が必要です。 

手   続 

原則として、確定申告（市県民税の申告）時に、必要書類を添付または

提示してください。 

※給与所得者の場合、①は年末調整で手続きできます。 

必要なもの 

①扶養年金掛金の領収書  

②ストマ用装具購入に係る領収書、ストマ用装具使用証明書  

③おむつ購入に係る領収書、おむつ使用証明書またはおむつに係る費用

の医療費控除証明書 

窓   口 

(問合わせ) 

※所得税について 

銚子税務署        電話 22-1571  

※市県民税について 

税務課 課税室  （７番窓口）電話 24-8951  

※給与所得者は勤務先の給与担当者にご相談ください。  

○市県民税・森林環境税の非課税 

本人が障害者の場合、前年の所得が 135 万円までは非課税になります。 
 

手  続 申告の際に障害者手帳の提示をすることで受けられます。 

窓  口 税務課 課税室（７番窓口） 電話 24-8951 
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○相続税の障害者控除 

 相続人が 85 歳未満で障害者の場合、障害者控除の適用を受けることができます。 
 

名称 対象者 控除額 

障害者 

控除 

・  身体障害者手帳３～６級 

・  療育手帳Ｂの１、Ｂの２ 

・  精神障害者保健福祉手帳２、

３級 

（85 歳―障害者の年齢）×10 万円

を相続税から控除されます。 

特別障害

者控除 

・  身体障害者手帳１、２級 

・  療育手帳◯Ａ、◯Ａの１、◯Ａの２、

Ａの１、Ａの２ 

・  精神障害者保健福祉手帳１級 

（85 歳―障害者の年齢）×20 万円

を相続税から控除されます。 

窓  口 

・被相続人(死亡した方）の住所を管轄する税務署 

 

・銚子税務署 電話 22-1571 

※詳しくは上記窓口にお問い合わせください。 

 

○贈与税の非課税 

特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合、信
託受益権の価額に対する贈与税が非課税になります。 

 

対 象 者（特定障害者） 非課税対象限度額 

特別障害者 

・  身体障害者手帳１、２級 

・  療育手帳◯Ａ、◯Ａの１、◯Ａの２、

Ａの１、Ａの２ 

・  精神障害者保健福祉手帳１級 

信託財産６，０００万円まで 

特別障害者

以外の特定

障害者 

・  療育手帳Ｂの１、Ｂの２ 

・  精神障害者保健福祉手帳 

２、３級 

信託財産３，０００万円まで 

窓  口 

手続き 

・信託会社、信託業務を営む金融機関 

 

※詳しくは、銚子税務署 電話 22-1571 にお問い合わせください。 
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○利子等の非課税 

預貯金や国債等の元本又は額面 350 万円までの利子に対して非課税になる制度
を利用できます。 

 

対 象 者 

・身体障害者手帳をお持ちの方 

・療育手帳をお持ちの方 

・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 

・障害年金受給者等 

 

※次の手当受給者 

 ・特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当受給、   

心身障害者福祉手当、児童扶養手当 

内  容 

・  少額預金非課税（マル優） 

・  少額公債非課税（特別マル優） 

※それぞれ 350 万円まで 

窓  口 郵便局、銀行等、各金融機関 

 

 

○ＮＨＫ放送受信料の減免 

次の場合、ＮＨＫ放送受信料が減免（全額免除または半額免除）になります。  

 

 

 

内容 

及び 

対象者 

 

全 額 免 除 半 額 免 除 

 

身体障害者手帳・療育手帳・

精神障害者保健福祉手帳のい

ずれかを持っている方のいる

世帯で、かつ世帯構成員全員

が市民税非課税の場合 

 

世帯主が下記のいずれかの手帳を持

ち、かつ受信契約者の場合 

・視覚または聴覚の身体障害者手帳 

・身体障害者手帳１級または２級 

・療育手帳◯Ａ、◯Ａの１、◯Ａの２、 

Ａの１、Ａの２ 

・精神障害者保健福祉手帳１級 

問合わせ 
ＮＨＫ千葉放送局     電話 043-203-0700 

障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 



５０ 

○ＮＴＴ東日本ふれあい案内（無料番号案内） 

104 番への電話番号の問い合わせを無料で利用できます。 

事前の届け出が必要になります。 

 

対象者 

次のいずれかの手帳をお持ちの方 

・  身体障害者手帳（視覚障害１～６級、上肢・体幹・脳原性運動

機能障害１・２級、聴覚障害２～４級・６級、音声・言語・そ

しゃく機能障害３・４級） 

・  療育手帳 

・  精神障害者保健福祉手帳 

必要なもの 身体障害者手帳等 

問合わせ 
フリーダイヤル 0120-104-174 

受付時間 平日９時～１７時 

 

○携帯電話の障害者割引 

障害者本人名義の携帯電話で、障害者割引サービスが受けられます。  

 

対象者 

次のいずれかの手帳をお持ちの方 ※１人１回線のみ 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

内 容 

携帯会社では障害者向けの各種割引を行っています。 

割引の内容や申込手続きについては、携帯電話会社ごとに異なりま

す。 

窓 口 各携帯電話会社の取扱販売店の窓口で確認してください。 

 

○郵便料金の免除 

盲人用点字郵便および盲人福祉施設から発送される盲人用録音物の郵送料は無

料になります。 

 

問合わせ 郵便局窓口 



５１ 

○はがきの無料配布（青い鳥郵便） 

郵便局で、障害者の福祉に対する理解と認識を深めるため、青い鳥をデザイン

した封筒に郵便はがき（お１人につき 20 枚）を入れて配布しています。 

受付期間：毎年４月１日から５月末日まで 

対象者 
・  身体障害者手帳１・２級をお持ちの方 

・  療育手帳◯Ａ、◯Ａの１、◯Ａの２、Ａの１、Ａの２をお持ちの方 

手 続 

・毎年４月～５月に申請が必要です。お近くの郵便局に手帳を持参

し申請してください。 

・後日自宅に配送されます。 

窓 口 
各郵便局窓口 

日本郵便㈱ お客様サービス相談センター 電話 0120-23-2886 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５２ 

 

１０．各種割引 

○障害者有料道路通行料金の割引 

 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が有料道路を利用する場合、通行

料金が割引になります。事前に割引申請が必要です。 

（ETC 利用する方は、車両の登録と ETC 利用申請が必要。） 

対象者 

第２種身体障害者 障害者本人が運転する場合 

第１種身体障害者 

第１種知的障害者 

障害者本人が運転する場合 

介護者が運転する場合（障害者本人は乗車） 

案 内 

※登録できる車両の車種や所有者についても要件がありますので、

詳細はお問い合わせください。 
※対象外の自動車 

 ・車検証に「事業用」と記載されている車両 

※割引には有効期間があります。更新申請は有効期限の２か月前か

ら有効期限前日まで行うことができます。 

※住所、車、ＥＴＣカード等に変更があったときは、改めて手続き

が必要となります。 

割 引 率 通常料金の５割 

手

続 

・

事

前

申

請 

自動車を 

登録する場合 

 
・ETC 利用  

・1 台のみ利用 

・身体障害者手帳または療育手帳 

・自動車検査証と自動車検査証記録事項 (注１) 

・運転免許証（障害者本人が運転する場合）（注２）  

 

ETC 利用する方 

・障害者本人名義の ETC カード(注３) 

・ETC 車載器セットアップ申込書または証明書等 

自動車を 

登録しない場合 

・身体障害者手帳または療育手帳 

・運転免許証（障害者本人が運転する場合）（注２）  

注意事項 

（注１）「所有者の氏名または名称」の記録がない電子車検証のみ

の場合、電子機器等を使用し、車検証閲覧アプリにより車検証情報

を確認します。 

（注２）マイナ免許証の場合は、マイナポータルまたは「マイナ免

許証読み取りアプリ」で読み取りのうえ、顔写真が表示されている

免許証の画面を提示。 

（注３）障害者が 20 歳未満の場合は、親権者等名義のものも可。 

 
オンライン申請受付サイト（新規・変更・更新） 

https://www.expressway-discount.jp 

窓  口 
障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

有料道路 ETC 割引登録係 電話 045-477-1233（ETC 利用者） 

https://www.expressway-discount.jp/


５３ 

○福祉タクシー券の交付 

通院、会合等のためタクシーを利用する場合の費用を助成します。  

対 象 者 

・  身体障害者手帳１～３級（３級は、視覚、下肢、体幹機能障害の

いずれかの方に限ります）をお持ちの方 

・  療育手帳Ａの２以上の方 

・  精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方 

※対象者本人および配偶者（障害児の場合は世帯全員）の市民税所得割

の合計額が 46 万円以上の場合は対象となりません。 

交付枚数 
400 円の利用券を、1 か月あたり４枚。 
人工透析治療を受けているじん臓機能障害の人は、1 か月あたり 16 枚。 

助 成 額 

利用券は１回の乗車につき、1,600 円まで複数枚使用できます。 

「タクシー料金の割引」と併用できます。 

※利用券は、譲渡、再交付はできません。 

必要な物 手帳 

窓  口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 

 

≪銚子市福祉タクシー指定業者一覧≫ 

事 業 所 名 住   所 電話番号 

大丸タクシー株式会社 銚子市新生町２－１２－２７ 0479-22-0050 

平和タクシー株式会社 銚子市明神町１－１８２ 0479-22-0190 

ミナト・ミタカタクシー 

株式会社 
銚子市川口町２－６３８５－４４ 0479-22-6550 

アステル交通株式会社 銚子市春日町１０５ 0479-22-0717 

アステルサポート株式会社 銚子市春日町１０５ 0479-21-3740 

有限会社ミナト交通 銚子市川口町２－６３８５－４４ 0479-22-2300 

有限会社ウエスト 銚子市西小川町６８－２ 0479-25-8410 

株式会社きずな 銚子市小浜町２０５２ 0479-20-8200 

有限会社 

弘誠会看護婦家政婦紹介所 
銚子市末広町６－１５ 0479-22-0588 

ＮＰＯ法人コアラ銚子 銚子市松本町１－１１－１ 050-7508-0739 

福祉タクシーちゃお 
銚子市上野町２１３－１  

さざんかビレッジＡ棟 
0479-21-7508 

介護サービスメロディー 銚子市双葉町６－１６ 小林ビル２Ｆ 0479-26-3321 

シグナス銀河 銚子市黒生町７２４９－１１ 0479-22-2527 



５４ 

○タクシー料金の割引 

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方がタクシーを利用する場合、料金

が１割引になります。この制度は、全国の都道府県で利用できます。  

対 象 者 身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方 

割 引 率 １割 

利用方法 料金をお支払いのときに手帳を提示してください。 

窓  口 千葉県タクシー協会 電話 043-307-7002 

 

○ＪＲ旅客運賃の割引 

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方がＪＲを利用する場合、運賃が割

引になります。 

対 象 者 
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお

持ちの方 ※下表参照 

割 引 率 ５割 

利用方法 ＪＲ各駅の乗車券販売窓口に手帳を提示してください 

窓  口 
ＪＲ各駅窓口 

ＪＲ東日本テレホンセンター 電話 050-2016-1600 

 

【割引の範囲】 

区    分 割引乗車券の種類 取扱区間 

第１種障害者とその介護者※ 

・  普通乗車券 

・  定期乗車券 

・  回数乗車券 

・  急行券 

全線 

第１種、第２種障害者が単独でご

利用になる場合 
普通乗車券 片道 100㎞を超えるもの 

12 歳未満の障害児とその介護者 定期乗車券  

※  障害者と介護者がご利用になる場合は、同一区間、同一期間、同時購入およ

び同一行動が条件となります。介護者は障害者１名に対して１名です。  



５５ 

○民間バス運賃の割引 

路線バス（高速バスを含む）を利用する場合、運賃が割引になります。  

対象者・利用方法・窓口 

対象者、利用方法、割引額等、制度の詳細については、各バス会社へお問い合

わせください。 

 

○国内航空運賃の割引 

航空旅客運賃の割引制度が精神障害者に対して適用されるとともに、満12歳以

上の身体障害者及び知的障害者に対する割引についても、障害の程度に関わら

ず手帳を提示できる者全員に対して、介護者１名まで割引を適用することにな

りました。 

区 分 割引対象者 利用方法・窓口 

身 体 障 害 者 

本人・介護者 

（満 12 歳以上の者） 

手続き方法や割引額等、制度の詳

細については、各航空会社へお問

い合わせください 

知 的 障 害 者 

精 神 障 害 者 

 



５６ 

 

１１．その他の福祉サービス 

○投票に関する制度 

選挙の際、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で郵便等による投票を

することができます。 

【郵便等による不在者投票】 

対象者 

○身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が１級ま

たは２級である者として記載されている方 

○身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

の障害の程度が１級または３級である者として記載されている

方 

○身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が１級から３級である

者として記載されている方 

手 続 

○あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受

けておかなければなりません。障害者手帳を添付のうえ、選挙管

理委員会へ申請してください。 

○なお、「郵便等投票証明書」の有効期間は７年間です。 

窓 口 選挙管理委員会 24-8740 

【代理記載制度】  

「郵便等投票証明書」をお持ちの方で、上肢または視覚障害の１級の身体障害

者手帳をお持ちの方は、選挙管理委員会に届け出た代理記載人による投票がで

きます。 

○生活福祉資金の貸付 

障害者世帯等に対し、その経済的自立と生活向上を図るための資金の貸付を行

います。 

資金種類 
・総合支援資金   ・教育支援資金 

・福祉資金     ・不動産担保型生活資金 

窓   口 
銚子市社会福祉協議会  電話 24-8189  

※詳細は、お問い合わせください。 

○社会福祉活動機器の貸出 

障害者団体等に対し、社会福祉活動機器を貸し出します。 

種  類 
・カローリング ６色２セット  ・ブラインドボール ５個 

・携帯型磁気ループシステム一式 

窓   口 障害支援室（１０番窓口） 電話 24-8968 



５７ 

○障害者グループホーム等家賃補助 

 

内  容 
グループホーム等に入居している障害者に対して、家賃負担の一部

を助成します。 

対 象 者 

市に住民登録のある障害者またはグループホームに入居する前に

市に住民登録のあった障害者で、市民税の非課税世帯 

※生活保護を受給している方は対象となりません。 

助 成 額 １か月分の家賃額の 1/2（上限月額 25,000 円） 

窓   口 
障害支援室（１０番窓口） 電話 24-8968 

※詳細は、お問い合わせください。 

 

○家具転倒防止器具等取付費補助 

障害者の居宅の安全を図るため、家具の転倒防止器具費用と取り付け費用を助

成します。 

対 象 者 
身体障害者手帳（1～2 級）・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳（1

級）の所持者のみの非課税世帯 

助 成 額 
上限１０，０００円 
（転居、建て替えをした場合を除き１世帯１回）  

窓   口 
障害支援室（１０番窓口） 電話 24-8968 

※詳細は、お問い合わせください。 

 

○ＮＥＴ１１９緊急通報システム 

 

内  容 

音声による１１９番通報が困難な聴覚または音声・言語機能障害者

が円滑に消防への通報が行えるようにするシステムです。 

画面をタップしていく簡単な操作で「火事」や「救急」といった情

報や通報場所を伝えることができます。 

対 象 者 
銚子市に在住または通勤通学されている聴覚または音声・言語機能

障害者。利用するためには事前登録が必要です。 

窓   口 

銚子市消防署 通信情報班 電話 22-0119 FAX 23-0119 

障害支援室（１０番窓口） 電話 24-8968 FAX 25-7502 

※詳細は、お問い合わせください。 



５８ 

○駐車禁止除外措置 

障害者が車を利用するとき、公安委員会交付の標章を提示することにより、   
駐車禁止区域でも、やむを得ない場合はほかの交通の妨げにならない限り、駐
車することができます。 

対 象 者 

次のいずれかの手帳をお持ちの方で、公安委員会が必要と認めた方 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

※手帳の種類や等級・程度については範囲が定められています。  

窓  口 銚子警察署交通課 電話 23-0110 ※詳細はお問い合わせください。 

○障害者等用駐車区画利用証の交付 

公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の利用証を

交付します。 

対 象 者 

次のいずれかの手帳をお持ちの方又は難病等の方で、当該区画の利

用を必要とする方 

・身体障害者手帳 

・療育手帳 

・精神障害者保健福祉手帳 

※手帳の種類や等級・程度については範囲が定められています。  

窓  口 障害支援室（１０番窓口）電話 24-8968 ※詳細はお問い合わせください。 

○福祉カーの貸出 

障害者や高齢者などが、積極的に外出できるよう銚子市福祉カーを貸し出し 
ます。 

福祉カー 
車いすや寝台に乗ったまま乗り降りできるリフト付きワゴン車で

す。 

対 象 者 

本市に住所を有する 

・心身障害者（身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方）  

・高齢者（おおむね６５歳以上の方）及びその家族 

貸付期間 原則として３日以内 

費  用 貸出料金は無料。ただし、ガソリン代は利用者の実費負担  

運 転 者 利用者側で手配 

必要なもの 運転者の免許証 

窓   口 障害支援室（10 番窓口） 電話 24-8968 



５９ 

○オストメイト対応トイレ設置施設 

「オストメイト対応トイレ」とは、排せつ物の処理、腹部の 

ストマ周辺皮膚や装具の洗浄などができるトイレです。 

市内には次の施設に設置されています。  

名      称 住      所 電 話 番 号      

絶景の宿 犬吠埼ホテル 銚子市犬吠埼 9574-1 0479-22-8111 

犬吠埼園地公衆トイレ 銚子市犬吠埼 9578-45  

外川漁港内公衆便所 銚子市外川町 5-1  

銚子市市民センター 銚子市小畑新町 7756 0479-22-0340 

地球の丸く見える丘展望館 銚子市天王台 1421-1 0479-25-0930 

ＪＲ銚子駅 銚子市西芝町 1-1438 0479-22-0073 

銚子市保健福祉センター 
すこやかなまなびの城 銚子市若宮町 4-8 0479-24-8070 

銚子市役所 銚子市若宮町 1-1 0479-24-8181 

医療法人積仁会 島田総合病院 銚子市東町 5-3 0479-22-5401 

イオンモール銚子 銚子市三崎町 2-2660-1 0479-20-0400 

カインズホーム銚子店 銚子市芦崎町 810 0479-30-2000 

河岸公園トイレ 銚子市中央町 3 番地の 1 0479-24-8945 

銚子市公正図書館 銚子市新生町 2-1-5 0479-25-3069 

銚子市消防本部 銚子市唐子町 371-2 0479-22-0119 

銚子市消防署 東部分署 銚子市小畑町 7334-1 0479-25-2883 

銚子信用金庫 本店 銚子市双葉町 5-5 0479-25-2111 

銚子信用金庫 清川町支店 銚子市清川町 4-4-6 0479-23-6111 

銚子信用金庫 松岸支店 銚子市垣根町 1-283 0479-22-3490 

銚子信用金庫 橋本支店 銚子市明神町 1-74 0479-22-8786 

銚子商工信用組合 本店 銚子市東芝町 1-19 0479-22-5300 

※ちばバリアフリーマップでは、オストメイト対応トイレ情報など 
県内の様々な施設のバリアフリー情報が検索できます。 

 http://wwwp.pref.chiba.lg.jp/pbbfmap/ 
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１２．困ったときの相談窓口 

 

相談内容 相談窓口 住 所 電 話 

障 害 者 の 総 合 的 な 相 談

（ 障 害 者 等 の 権 利 擁

護 、 障 害 者 虐 待 な ど ）  

障害者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ 
(市役所  社会福祉課障害支援室内)  

銚子市若宮町 1-1 24-8968 

児 童・子 育 て に つ い て

の 相 談  

千葉県銚子児童相談所 銚子市台町 2183 23-0076 

子育て世代包括支援ｾﾝﾀｰ 

「すくサポ」 

（銚子市保健福祉センター内） 

銚子市若宮町 4-8 26-3777 

健 康 相 談 
市役所 健康づくり課 

（銚子市保健福祉センター内）  
銚子市若宮町 4-8 24-8070 

就 学 相 談 市役所 学校教育課 銚子市若宮町 1-1 24-8197 

年金について 
市役所 市民課 保険年金室 銚子市若宮町 1-1 24-8956 

日本年金機構 佐原年金事務所 
香取市佐原ロの

2116-1 

（0478） 

54-1442 

税金につ

いて 

市県民税 
軽自動車税 

市役所 税務課 課税室 銚子市若宮町 1-1 
24-8951 

24-8953 

所得税 銚子税務署 銚子市栄町 2-1 22-1571 

自動車税 旭県税事務所銚子支所 銚子市台町 2186-2 22-5907 

難病、精神障害、障害者差

別について 
海匝健康福祉センター 

（海匝保健所） 
銚子市台町 2186-2 22-0206 

就業について 
ハローワーク銚子 
（公共職業安定所） 

銚子市中央町

8-16 
22-7406 

生活資金等の貸付制度

について 

銚子市社会福祉協議会 

（銚子市保健福祉センター内） 
銚子市若宮町 4-8 24-8189 

 
人権・行政相談 
 
【人権】不当な差別、嫌がら  

せ等に関する相談  

【行政】国の行政に対する  

意見・要望等の受付 

 

 

市役所 市民相談センター 
（原則・毎月第 2 水曜日 

13 時～16 時） 

銚子市若宮町 1-1 24-8734 



６１ 

銚子市身体障害者相談員 
向後
こ う ご

 文
ふみ

雄
お

 銚子市松岸町  25-1329 

釜谷
か ま や

 藤男
ふ じ お

 銚子市東小川町  
24-3366 

（FAX） 

銚子市知的障害者相談員 
三河
み か わ

 千
ち

恵
え

 銚子市清水町  22-0745 

佐貫
さ ぬ き

  隆
たかし

 銚子市海鹿島町  
090-7406 

-1771 

「障害のある人もない人も共  

に暮らしやすい千葉県づくり  

条例」に基づく地域相談員  

その他 
（精神障害）  

千葉県健康福祉部  障害者福祉推進課のホーム

ページをご覧ください。  

福祉と暮らしの何でも相談 

中核地域生活支援センター 

海匝ネットワーク 

（365 日・24 時間受付） 
サテライト 市民相談センター  

第２・４(火)10 時～16 時 

旭市ロの 838 
（0479） 

60-2578 

 



○障害福祉事業所一覧

居宅介護支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0001 銚子市川口町2-6385-44 0479-23-5607

288-0031 銚子市前宿町741-2 0479-30-3750

288-0045
銚子市三軒町19-4
銚子商工会議所内4階

0479-20-4730

288-0805 銚子市上野町215 0479-24-3887

288-0814 銚子市春日町1947-3 0479-20-0880

アステルサポート株式会社 288-0814 銚子市春日町１０５ 0479-21-3740

288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

288-0014 銚子市外川町4-11229 0479-26-3033

288-0042 銚子市末広町6-15 0479-22-0588

288-0048 銚子市双葉町6-16　小林ビル２F 0479-26-3321

重度訪問介護支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0045
銚子市三軒町19-4
銚子商工会議所内4階

0479-20-4730

障がい者サービス　さんきゅう 288-0805 銚子市上野町215 0479-24-3887

288-0814 銚子市春日町1947-3 0479-20-0880

アステルサポート株式会社 288-0814 銚子市春日町１０５ 0479-21-3740

288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

288-0014 銚子市外川町4-11229 0479-26-3033

288-0048 銚子市双葉町6-16　小林ビル２F 0479-26-3321

同行援護支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0001 銚子市川口町2-6385-44 0479-23-5607

288-0031 銚子市前宿町741-2 0479-30-3750

アステルサポート株式会社 288-0814 銚子市春日町１０５ 0479-21-3740

288-0042 銚子市末広町6-15 0479-22-0588

行動援護支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

288-0048 銚子市双葉町6-16　小林ビル２F 0479-26-3321

事　業　所　名

楽天堂ホームケア銚子

有限会社弘誠会看護婦家政婦紹介所

事　業　所　名

介護サービス　メロディー

ミナト介護サービス

介護サービス　ハートフル

ミナト介護サービス

楽天堂ホームケア銚子

ニチイケアセンター銚子

障がい者サービス　さんきゅう

事　業　所　名

ニチイケアセンター銚子

介護サービス　メロディー

かすが苑身体障害者
ホームヘルパー事業部

かすが苑身体障害者
ホームヘルパー事業部

介護サービス　ハートフル

介護サービス　マリンピア銚子

介護サービス　ハートフル

介護サービス　マリンピア銚子

有限会社弘誠会看護婦家政婦紹介所

事　業　所　名

介護サービス　メロディー
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短期入所

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

よつは 288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3602

生活介護

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0056 銚子市新生町1-45-23 0479-21-6730

288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3602

288-0805 銚子市上野町217-77 0479-35-0123

就労継続支援（Ａ型）

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0045 銚子市三軒町18-12　三軒町根本ビル１F 0479-21-5017

就労継続支援（Ｂ型）

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0814 銚子市春日町2058-1 0479-24-2445

288-0815 銚子市三崎町3-82 0479-23-9012

288-0056 銚子市新生町1-45-23 0479-21-6730

288-0805 銚子市上野町217-77 0479-35-0123

就労移行支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0802
銚子市松本町1-993
サンキョウビル1階

0479-21-7055

就労定着支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0802
銚子市松本町1-993
サンキョウビル1階

0479-21-7055

自立生活援助

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

グループホーム

電話番号

0479-25-3475

0479-24-2445

0479-60-2005

0479-21-3363

0479-35-0123

児童発達支援センター

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0815 銚子市三崎町3-96-1 0479-22-2742

ここ

事　業　所　名

パレット銚子

事　業　所　名

にっこりえがお

事　業　所　名

パレット銚子

経営主体

事　業　所　名

介護サービス　ハートフル

あらた 銚子事業所

一般社団法人　アイムハッピー

ここ

事　業　所　名

にっこりえがお

事　業　所　名

のぞみ

ここ

事　業　所　名

しおさい

事　業　所　名

あおぞら三崎

銚子市児童発達支援センターわかば

事業所名

ＮＥＷハウス精神保健福祉を支える会NEW

のぞみハウス銚子市手をつなぐ育成会

(株)ステップ たかちゃんハウス

アイムハッピー

ここっと
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児童発達支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0815 銚子市三崎町3-96-1 0479-22-2742

288-0055 銚子市陣屋町3-16 0479-23-6033

288-0055 銚子市陣屋町4-28 0479-23-6030

スマイルケア（重心型） 288-0055 銚子市陣屋町4-28 0479-23-6030

保育所等訪問支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

銚子市児童発達支援センターわかば 288-0815 銚子市三崎町3-96-1 0479-22-2742

288-0055 銚子市陣屋町3-16 0479-23-6033

放課後等デイサービス

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0055 銚子市陣屋町3-16 0479-23-6033

288-0055 銚子市陣屋町4-28 0479-23-6030

スマイルケア（重心型） 288-0055 銚子市陣屋町4-28 0479-23-6030

288-0805 銚子市上野町217-77 0479-35-0123

288-0821 銚子市小浜町1985-1 070-7573-0123

地域活動支援センター（Ⅰ型）

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0043 銚子市東芝町5-1 0479-24-7730

日中一時支援事業

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0055 銚子市陣屋町4-28 0479-23-6030

288-0805 銚子市上野町217-77 0479-35-0123

288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3602

移動支援（障害）

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0001 銚子市川口町2-6385-44 0479-23-5607

288-0031 銚子市前宿町741-2 0479-30-3750

288-0802 銚子市松本町1-11-1 050-7508-0739

288-0042 銚子市末広町６-1５ 0479-22-0588

介護サービス　メロディー 288-004８ 銚子市双葉町6-16　小林ビル２Ｆ 0479-26-3321

ミナト介護サービス

有限会社 弘誠会看護婦家政婦紹介所

あおぞら三崎

えがおの広場

えがおの広場

株式会社　ここ

事　業　所　名

えがおの家

楽天堂ホームケア銚子

コアラ銚子

銚子市児童発達支援センターわかば

えがおの家

事　業　所　名

事　業　所　名

事　業　所　名

かんらん

えがおの家

事　業　所　名

事　業　所　名

スマイル銚子

放課後等デイサービス　ここ

放課後等デイサービス　ここ　第2教室
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郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0045
銚子市三軒町19-4
銚子商工会議所内４階

0479-20-4730

288-0814 銚子市春日町1947-3 0479-20-0880

訪問入浴サービス

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0814 銚子市春日町171 0479-20-6401

計画相談支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

288-0815 銚子市三崎町3-96-1 0479-22-2742

288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

288-0001 銚子市川口町2-6285-44 0479-23-5607

288-0043 銚子市東芝町5-1 0479-24-7730

288-0042 銚子市末広町6-15 0479-22-0588

288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3820

288-0048 銚子市双葉町6-16  小林ビル２Ｆ
0479-26-3321

080-4290-8539

障害児相談支援

事　業　所　名 郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

銚子市児童発達支援センターわかば 288-0815 銚子市三崎町3-96-1 0479-22-2742

288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

288-0001 銚子市川口町2-6285-44 0479-23-5607

288-0042 銚子市末広町6-15 0479-22-0588

288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3820

288-0048 銚子市双葉町6-16  小林ビル２Ｆ
0479-26-3321

080-4290-8539

地域移行支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

指定相談支援　ハートフル 288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3820

地域定着支援

郵便番号 住  　　　　　所 電話番号

指定相談支援　ハートフル 288-0041 銚子市中央町5-10 0479-21-3334

相談支援センター　結 288-0815 銚子市三崎町3-96-2 0479-21-3820

事　業　所　名

事　業　所　名

指定相談支援室　メロディールーム

かすが苑身体障害者
ホームヘルパー事業部

有限会社 弘誠会看護婦家政婦紹介所

相談支援センター　結 

事　業　所　名

指定相談支援　ハートフル

ウエルネスサービス

事　業　所　名

相談支援事業所　かんらん

指定相談支援室　メロディールーム

相談支援センター　結 

相談支援センター　結 

ミナト介護サービス

指定相談支援　ハートフル

有限会社 弘誠会看護婦家政婦紹介所

銚子市児童発達支援センターわかば

ミナト介護サービス

事　業　所　名

ニチイケアセンター銚子

移動支援（介護）
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銚子市役所施設等の電話番号・ＦＡＸ番号

銚子市役所（代表） TEL 24-8181 高 神 小 学 校 TEL 22-2256 東総広域水道企業団

FAX 25-7502 FAX 22-2287 TEL (0478) 86-3821

豊 里 出 張 所 TEL 33-1002 海 上 小 学 校 TEL 22-0288  FAX (0478) 86-3823

豊 岡 出 張 所 TEL 23-8101 FAX 22-0478 銚 子 地 方 気 象 台 TEL 22-0074

第 二 保 育 所 TEL 22-1559 船 木 小 学 校 TEL 33-0004 FAX 23-4460

FAX 〃 FAX 33-2253 銚 子 税 務 署 TEL 22-1571

第 三 保 育 所 TEL 22-0029 椎 柴 小 学 校 TEL 33-0009 FAX 23-7750

FAX 〃 FAX 33-2281 銚 子 海 上 保 安 部 TEL 22-1359

第 四 保 育 所 TEL 22-2107 豊 里 小 学 校 TEL 33-1011 FAX 〃

FAX 〃 FAX 33-1849 銚子労働基準監督署 TEL 22-8100

海 鹿 島 保 育 所 TEL 22-8510 双 葉 小 学 校 TEL 22-0955 FAX 22-6704

FAX 〃 FAX 22-0969 ハ ロ ー ワ ー ク 銚 子 TEL 22-7406

保 健 福 祉 セ ン タ ー TEL 24-8070 第 一 中 学 校 TEL 22-1273 FAX 22-4620

FAX 24-8071 FAX 22-1472 銚 子 漁 港 事 務 所 TEL 22-6503

TEL 22-2742 第 二 中 学 校 TEL 22-1360 FAX 22-6431

FAX 21-5006 FAX 22-1366 県税事務所銚子支所 TEL 22-5907

TEL 24-7730 第 三 中 学 校 TEL 22-3300 FAX 25-0568

FAX 24-7736 FAX 22-3302 銚 子 水 産 事 務 所 TEL 22-8397

社 会 福 祉 協 議 会 TEL 24-8189 銚 子 中 学 校 TEL 22-0147 FAX 22-9168

TEL 24-8754 FAX 22-0375 銚 子 土 木 事 務 所 TEL 22-6500

FAX 25-0277 銚 子 西 中 学 校 TEL 22-1469 FAX 24-0099

東部地域包括支援ｾﾝﾀｰ TEL 21-5580 FAX 22-1476 海匝健康福祉センター TEL 22-0206

FAX 21-5581 市 立 銚 子 高 等 学 校 TEL 25-0311 （ 海 匝 保 健 所 ） FAX 24-9682

中央地域包括支援ｾﾝﾀｰ TEL 21-7600 FAX 23-4441 銚 子 警 察 署 TEL 23-0110

FAX 21-7602 小児言語指導センター TEL 25-1255 FAX 〃

西部地域包括支援ｾﾝﾀｰ TEL 21-5655 青少年指導センター TEL 21-0345 銚 子 特 別 支 援 学 校 TEL 22-0243

FAX 21-5656 FAX 〃 FAX 25-0551

老 人 憩 の 家 TEL 24-3340 市 民 セ ン タ ー TEL 22-0340 銚 子 児 童 相 談 所 TEL 23-0076

（ こ も 浦 荘 ） FAX 24-0290 FAX 22-0378 FAX 23-0039

芦崎高齢者いこいｾﾝﾀｰ TEL 33-3751 公 正 図 書 館 TEL 25-3069 県 立 銚 子 高 等 学 校 TEL 22-6906

シルバー人材センター TEL 20-7701 FAX 〃 FAX 24-9781

斎 場 TEL 25-1593 東 部 地 区 TEL 25-3701 県立銚子商業高等学校 TEL 22-5678

TEL 30-2311 コミュニティーセンター FAX 24-9819

FAX 33-3611 体 育 館 TEL 24-9559

衛 生 セ ン タ ー TEL 23-8148 （ 野 球 場 ） FAX 24-9558

芦 崎 終 末 処 理 場 TEL 33-2088 ス ポ ー ツ TEL 24-4841

FAX 33-2089 コミュニティーセンター

本 城 浄 水 場 TEL 22-8815 学 校 給 食 セ ン タ ー TEL 24-0365

FAX 24-7468 FAX 23-6854

清 水 小 学 校 TEL 22-0214 ジ オ パ ー ク ・ TEL 23-8710

FAX 22-0318 芸 術 セ ン タ ー FAX 21-6622

飯 沼 小 学 校 TEL 24-8000 消 防 本 部 TEL 22-0119

FAX 24-8018 FAX 23-0119

明 神 小 学 校 TEL 22-2000 銚 子 マ リ ー ナ TEL 25-7720

FAX 22-2001 FAX 25-1322

本 城 小 学 校 TEL 22-0286 地球の丸く見える丘 TEL 25-0930

FAX 22-0349 展　望　館 FAX 25-4140

春 日 小 学 校 TEL 22-0249 銚 子 ポ ー ト タ ワ ー TEL 24-9500

FAX 22-0379 FAX 24-5011

児童発達支援センター
わ か ば

６６

   　電話番号

東総地区クリーンセン
ター

地域包括支援センター
(市役所高齢者福祉課）

地域活動支援 ｾ ﾝ ﾀ ｰ
か ん ら ん

 名　　称    　電話番号  名　　称    　電話番号  名　　称
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参考資料 

○身体障害者等級表 ※ 但し、身体障害者手帳の交付は、１～６級です。 

 

 身体障害認定の対象となる障害は、次の表に該当となる「永続する」障害です。 

視覚障害  

１ 級 視力の良い方の眼の視力（万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある

者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。）が 0.01以下のもの 

２ 級 １ 視力の良い方の眼の視力が 0.02以上 0.03以下のもの 

２ 視力の良い方の眼の視力が 0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの  

３ 周辺視野角度（Ⅰ／４視標による。以下同じ。）の総和が左右眼それぞれ 80 度以下か

つ両眼中心視野角度（Ⅰ／２ 視標による。 以下同じ。）が 28度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20点以下のもの１ 両

眼の視力の和が０．０２以上０．０４以下のもの 

３ 級 １ 視力の良い方の眼の視力が 0.04 以上 0.07 以下のもの（２級の２に該当するものを除

く。） 

２ 視力の良い方の眼の視力が 0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの 

３ 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80 度以下かつ両眼中心視野角度が 56 度以

下のもの 

４ 両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの 

４ 級 １ 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの（３級の２に該当するものを除く。） 

２ 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ 80度以下のもの 

３ 両眼開放視認点数が 70点以下のもの 

５ 級 １ 視力の良い方の眼の視力が 0.2かつ他方の眼の視力が 0.02以下のもの 

２ 両眼による視野の２分の１以上が欠けているもの 

３ 両眼中心視野角度が 56度以下のもの 

４ 両眼開放視認点数が 70点を超えかつ 100点以下のもの 

５ 両眼中心視野視認点数が 40点以下のもの 

６ 級 視力の良い方の目の視力が 0.3以上 0.6以下かつ他方の眼の視力が 0.0２以下のもの 

  

 

 

 

 

 

 



 

６８ 

聴覚又は平衡機能の障害  

 聴覚障害 平衡機能障害 

２ 級 両耳の聴力レベルがそれぞれ１００デシベル以上のもの（両耳全ろう）   

３ 級 両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの（耳介に接しなければ大

声語を理解し得ないもの）   

平衡機能の極め

て著しい障害  

４ 級 １ 両耳の聴力レベルが８０デシベル以上のもの（耳介に接しなければ

話声語を理解し得ないもの） 

 

２ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が５０％以下のもの 

５ 級  平衡機能の著し

い障害 

６ 級 １ 両耳の聴力レベルが７０デシベル以上のもの（４０センチメートル以

上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの） 

 

２ 一側耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他側耳の聴力レベルが 

５０デシベル以上のもの 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害  

３ 級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失  

４ 級 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 

肢体不自由（上肢機能障害）  

１ 級 １ 両上肢の機能を全廃したもの 

２ 両上肢を手関節以上で欠くもの 

２ 級 １ 両上肢の機能の著しい障害 

２ 両上肢のすべての指を欠くもの 

３ 一上肢を上腕の２分の１以上で欠くもの 

４ 一上肢の機能を全廃したもの 

３ 級 １ 両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 

２ 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 

３ 一上肢の機能の著しい障害 

４ 一上肢のすべての指を欠くもの 

５ 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの 

４ 級 

 

 

 

 

１ 両上肢のおや指を欠くもの 

２ 両上肢のおや指の機能を全廃したもの 

３ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの 

４ 一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの 

５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの 



 

６９ 

４ 級 

 

６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの 

７ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの 

８ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 

５ 級 １ 両上肢のおや指の機能の著しい機能障害 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害 

３ 一上肢のおや指を欠くもの 

４ 一上肢のおや指の機能を全廃したもの 

５ 一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 

６ おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 

６ 級 １ 一上肢のおや指の機能の著しい障害 

２ ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの 

３ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの 

７ 級 １ 一上肢の機能の軽度の障害 

２ 一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 

３ 一上肢の手指の機能の軽度の障害 

４ ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 

５ 一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの 

６ 一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの 

肢体不自由（下肢機能障害）  

１ 級 １ 両下肢の機能を全廃したもの 

２ 両下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの 

２ 級 １ 両下肢の機能の著しい障害 

２ 両下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの 

３ 級 １ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの 

２ 一下肢を大腿の２分の１以上で欠くもの 

３ 一下肢の機能を全廃したもの 

４ 級 

 

 

 

 

１ 両下肢のすべての指を欠くもの 

２ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの 

３ 一下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの 

４ 一下肢の機能の著しい障害 

５ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの 

６ 一下肢が健側に比して１０センチメートル以上または健側の長さの１０分の１以上短いもの 

５ 級 

 

１ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害 

２ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの 

３ 一下肢が健側に比して５センチメートル以上または健側の長さの１５分の１以上短いもの 
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６ 級 １ 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの 

２ 一下肢の足関節の機能の著しい障害 

７ 級 １ 両下肢のすべての指の機能の著しい障害 

２ 一下肢の機能の軽度の障害 

３ 一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害 

４ 一下肢のすべての指を欠くもの 

５ 一下肢のすべての指の機能を全廃したもの 

６ 一下肢が健側に比して３センチメートル以上または健側の長さの２０分の１以上短いもの 

肢体不自由（体幹機能障害）  

１ 級 体幹の機能障害により座っていることができないもの 

２ 級 １ 体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの 

２ 体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの 

３ 級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの 

５ 級 体幹の機能の著しい障害 

肢体不自由（乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害）  

 上肢機能障害  移動機能障害  

１  級  不随意運動 ・失調等により上肢を

使用する日常生活動作がほとんど

不可能なもの 

不随意運動・失調等により歩行が

不可能なもの 

２  級  不随意運動 ・失調等により上肢を

使用する日常生活動作が極度に制

限されるもの 

不随意運動・失調等により歩行が

極度に制限されるもの   

３  級  不随意運動 ・失調等により上肢を

使用する日常生活動作が著しく制

限されるもの 

不随意運動・失調等により歩行が

家庭内での日常生活活動に制限さ

れるもの   

４  級  不随意運動 ・失調等による上肢の

機能障害により社会での日常生活

活動が著しく制限されるもの  

不随意運動・失調等により社会で

の日常生活活動が著しく制限され

るもの  

５  級  不随意運動 ・失調等による上肢の

機能障害により社会での日常生活

活動に支障のあるもの  

不随意運動・失調等により社会で

の日常生活活動に支障のあるもの  

６  級  

 

不随意運動 ・失調等により上肢の

機能の劣るもの 

不随意運動・失調等により移動機

能の劣るもの 

７  級  上肢に不随意運動・失調等を有す

るもの  

下肢の不随意運動・失調等を有す

るもの   



 

７１ 

心臓機能障害  

１ 級 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

３ 級 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

４ 級 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

じん臓機能障害  

１ 級 じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

３ 級 じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

４ 級 じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

呼吸器機能障害  

１ 級 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

３ 級 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

４ 級 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

ぼうこう又は直腸の機能障害  

１ 級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

３ 級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

４ 級 ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

小腸機能障害  

１ 級 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 

３ 級 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 

４ 級 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害  

１ 級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能な

もの 

２ 級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限される

もの 

３ 級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるも

の（社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。） 

４ 級 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制

限されるもの 

 



 

７２ 

肝臓機能障害  

１ 級 肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの 

２ 級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの 

３ 級 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの（社会での日常生活活動

が著しく制限されるものを除く。） 

４ 級 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 

  

備   考  

１ 同一の等級において二つの重複する障害がある場合は、一級うえの級とする。 

ただし、二つの重複する障害が特に本表中に指定されているものは、該当等級とする。 

２ 肢体不自由においては、７級に該当する障害が２以上重複する場合は、６級とする。 

３ 異なる等級において二つ以上の重複する障害がある場合については、障害の程度を勘案し

て、当該等級より上の等級とすることができる。 

４  「指を欠くもの」は、おや指については指骨間関節、その他の指については第一指骨間関節

以上を欠くものをいう。 

５  「指の機能障害」とは、中手指関節以下の障害をいい、おや指については、対抗運動障害を

も含むものとする。 

６ 上肢又は下肢欠損の断端の長さは、実用長（上腕においては腋窩より、大腿においては坐骨

結節の高さより計測したもの）をもって計測したものをいう。 

７ 下肢の長さは、前腸骨棘より内くるぶし下端までを計測したものをいう。 
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○療育手帳 障害の基準(再掲) 

 ※ 但し、都道府県ごとに手帳の名称や基準が定められています。 

  18歳未満の方は児童相談所・18歳以上の方は千葉県中央障害者相談ｾﾝﾀｰで判定になります。 

障害程度 障 害 程 度 の 基 準 

最 

重 

度 

18

歳

以

上 

Ⓐの 1 
知能指数がおおむね 20以下の者で日常生活において常時特別の介助を必要

とする程度の状態にある者。 

Ⓐの 2 
知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時の介助を必要とす

る程度の状態にある者で、Ⓐの 1以外の者。 

18歳

未満 
Ⓐ 

知能指数がおおむね 20 以下の者で日常生活において常時の介助を必要とす

る程度の状態にある者。 

重 

度 

Ａの 1 
知能指数がおおむね21以上35以下の者で日常生活において常時の介助を必

要とする程度の状態にある者。 

Ａの 2 

知能指数がおおむね 36以上 50以下の者で視覚障害、聴覚障害、肢体不自由

を有し、身体障害者福祉法に基づく障害等級が１級、２級または３級の手帳を所

持しており、日常生活において常時の介助を必要とする程度の状態にある者。 

中
度 

Ｂの 1 
上記以外の者で、知能指数がおおむね 36以上50以下の者で日常生活におい

て介助を必要とする程度の状態にある者。 

軽
度 

Ｂの 2 
知能指数がおおむね 51以上75程度の者で日常生活において介助を必要とす

る程度の状態にある者。 

 

 

○精神障害者保健手帳 障害の基準 

 ※ 主たる精神疾患が知的障害の方については療育手帳が対象となります。   

障害程度 障 害 程 度 の 基 準 

１ 級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 

２ 級 
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限

を加えることを必要とする程度のもの 

３ 級 
精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若

しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 
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別紙様式１ 

 

身体障害者手帳英訳証明申請書 

 

年  月  日 

 

千葉県健康福祉部障害者福祉推進課長 様 

 

請求者氏名           印 

 

 

下記の身体障害者手帳について、英訳証明書の交付を依頼します。 

記 

１ 申請者（手帳所持者本人）について 

居住地： 

ふりがな： 

氏 名：                        

→ローマ字での氏名の表記を記載してください。 

（                             ） 

    生年月日：     年   月   日生 

請求者との続柄： 本人  保護者  その他（        ） 

 

２ 手帳記載内容 

手帳番号    県第    号 交付年月日     年  月  日 

障害名  

 

＊証明書の交付は、お住まいのある市町村窓口を経由して行います。 

＊身体障害のある１５歳未満の児童については、保護者が代わって申請すること。 

＊代理で申請される場合は、①身体障害者本人からの委任状、②請求者の住民票、③請求者の 

   身分証明証の写しも併せて御提出ください。 

 

 

等級    級 

種別    種 



 

７５ 

別紙様式３ 

 (English Translation) 

 

（Shousui No.○○） 

（月、日、年） 

          Chiba Prefecture Health and Welfare Department 

Welfare Promotion Support Division Director General  

（障害者福祉推進課長署名）              

 

 

Certification 
 

It is hereby certified that this Physical Disability Certificate (Shintai Shougaisha Techo) was issued to 

（ 申請者氏名 ）to certify that （he/she） has been acknowledged to have a physical disability 

（ 障害内容 ）as defined under the Act for the Welfare of Persons with Physical Disabilities. 

 

No. （ 手帳番号 ）issued by Chiba Prefecture 

Disability Degree: （ 等級 ） 

 

 

 

 

 

＊この文書は、身体障害者手帳の内容を英訳したものです。利用者には、利用する際に、身体障害者手帳を添

えて利用するように知らせていますので、提示を求めて下さい。 

 

* This is a courtesy English translation of the accompanying certification issued in Japanese. When using 

this courtesy translation, the bearer must also present their Physical Disability Certificate (Shintai 

Shougaisha Techo). Please request that this document is presented. 

 

＊ ただし、身体障害者手帳及び本書を提示した場合でも、日本以外の国におけるサービスを保障するもので

はない旨、利用者に伝えてあります。 

 

* The bearer of these documents has been informed that even when the Physical Disability Certificate 

(Shintai Shougaisha Techo) and this courtesy English translation are properly presented to authorities 

abroad, these documents do not guarantee services outside of Japan. 

 

 

 

(例)障害が 
１つ → a physical disability 
複数 → physical disabilities 











８０ 

 

障害者に関するマーク 

街で見かける障害者に関するマークには、主に次のようなものがあります。  

皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。 

名     称  概    要    等  

【障害者のための国際シンボルマーク】 

 

障害者が利用できる建物、施設であることを

明確に表すための世界共通のシンボルマーク

です。マークの使用については国際リハビリテ

ーション協会の「使用指針」により定められて

います。 

※このマークは「すべての障害者を対象」とし

たものです。特に車椅子を利用する障害者を限

定し、使用されるものではありません。  

 

※個人の車に表示することは、国際シンボル

マーク本来の主旨とは異なります。障害のある

方が、車に乗車していることを、周囲にお知ら

せする程度の表示になります。したがって、個

人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免

れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を

免れる、または障害者専用駐車場が優先的に利

用できるなどの証明にはなりませんので、ご理

解の上ご使用下さい。  

【連絡先】  

公益財団法人  日本障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ協会  

【身体障害者標識（身体障害者マーク）】  

 

肢体不自由であることを理由に免許に条件を

付されている方が運転する車に表示するマーク

で、マークの表示については、努力義務となっ

ています。  

 危険防止のためやむを得ない場合を除き、こ

のマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行っ

た運転者は、道路交通法の規定により罰せら

れます。  

【連絡先】警察庁交通局交通企画課  

【聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）】  

 

聴覚障害であることを理由に免許に条件を付

されている方が運転する車に表示するマーク

で、マークの表示については、義務となってい

ます。  

 危険防止のためやむを得ない場合を除き、こ

のマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行っ

た運転者は、道路交通法の規定により罰せら

れます。  

【連絡先】警察庁交通局交通企画課  
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名     称  概    要    等  

【盲人のための国際シンボルマーク】  

 

世界盲人連合で 1984 年に制定された盲人のた

めの世界共通のマークです。視覚障害者の安全

やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器な

どに付けられています。信号機や国際点字郵便

物・書籍などで身近に見かけるマークです。  

 このマークを見かけた場合には、視覚障害者の

利用への配慮について、御理解、御協力をお願い

します。  

 

【連絡先】  

社会福祉法人  日本盲人福祉委員会  

【耳マーク】  

 

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえ

ない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークで

す。また、窓口等に掲示されている場合は、聴覚

障害者へ配慮した対応ができることを表していま

す。  

 聴覚障害者は見た目には分からないために、誤

解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で

不安が少なくありません。  

 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえ

ない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーショ

ンの方法等への配慮（口元を見せゆっくり、はっき

り話す・筆談で対応する・呼ぶときは傍へ来て合

図する・手話や身振りで表すなど）について御協

力をお願いします。  

 

【連絡先】  一般社団法人   

全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  

【ほじょ犬マーク】  

  

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークで

す。  

 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導

犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」にお

いて、公共の施設や交通機関はもちろん、デパー

トやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設

は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同

伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を

同伴することのみをもってサービスの提供を拒む

ことは障害者差別に当たります。  

 補助犬はペットではありません。社会のマナーも

きちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理

されています。  

 補助犬を同伴していても使用者への援助が必要

な場合があります。使用者が困っている様子を見

かけたら、積極的にお声かけをお願いします。   

【連絡先】  厚生労働省  社会・援護局        

障害保健福祉部企画課自立支援振興室  
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名     称  概    要    等  

【オストメイト用設備／オストメイト】  

 

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱

を造設している排泄機能に障害のある障害者のこ

とをいいます。  

 このマーク（JIS Z8210）は、オストメイトの為の設

備（オストメイト対応のトイレ）があること及びオスト

メイトであることを表しています。  

 このマークを見かけた場合には、身体内部に障害

のある障害者であること及びその配慮されたトイレ

であることを御理解の上、御協力をお願いします。  

 

【連絡先】  

公益財団法人  交通エコロジー・モビリティ財団  

【ハート・プラスマーク】  

 

「身体内部に障害がある人」を表しています。  

身体内部（心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、

小腸、肝臓、免疫機能）に障害がある方は外見から

は分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあ

ります。  

 内部障害の方の中には、電車などの優先席に座

りたい、障害者用駐車スペースに停めたい、といっ

たことを希望していることがあります。  

 このマークを着用されている方を見かけた場合に

は、内部障害への配慮について御理解、御協力を

お願いします。  

 

【連絡先】  

特定非営利活動法人  ハート・プラスの会  

【障害者雇用支援マーク】  

 

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障害者

の在宅障害者就労支援並びに障害者就労支援を認

めた企業、団体に対して付与する認証マークです。  

 障害者の社会参加を理念に、障害者雇用を促進

している企業や障害者雇用を促進したいという思い

を持っている企業は少なくありません。  

 そういった企業がどこにあるのか、障害者で就労

を希望する方々に少しでもわかりやすくなれば、障

害者の就労を取り巻く環境もより整備されるのでは

ないかと考えます。  

 障害者雇用支援マークが企業側と障害者の橋渡

しになればと考えております。御協力のほど、宜しく

お願いします。  

【連絡先】  

公益財団法人  ソーシャルサービス協会  
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名     称  概    要    等  

【  「白杖ＳＯＳシグナル」  

普及啓発シンボルマーク  】  

 
 

社会福祉法人日本視覚障害者団体連合

推奨マーク  

白杖を頭上５０ｃｍ程度に掲げてＳＯＳのシグ

ナルを示している視覚に障害のある人を見かけ

たら、進んで声をかけて支援しようという「白杖Ｓ

ＯＳシグナル」運動の普及啓発シンボルマークで

す。  

 白杖によるＳＯＳのシグナルを見かけたら、進

んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポ

ートをお願いします。  

 

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人

が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりＳＯ

Ｓのシグナルを示していなくても、声をかけて

サポートをお願いします。  

 

【連絡先】  

岐阜市福祉事務所障がい福祉課   

【  ヘ  ル  プ  マ  ー  ク  】  

  

義足や人工関節を使用している方、内部障害や

難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分

からなくても援助や配慮を必要としている方々が、

周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるこ

とができるマークです（JIS 規格）。   

ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、   

電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれ

ば声をかける等、思いやりのある行動をお願いしま

す。  

 

【連絡先】  

東京都福祉局  障害者施策推進部  

企画課社会参加推進担当  

【  手話マーク  】  

 

きこえない・きこえにくい人が手話言語でのコミュ

ニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役

所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗な

ど、手話言語による対応ができるところが提示でき

ます。また、イベント時のネームプレートや災害時に

支援者が身に着けるビブスなどに提示することもで

きます。  

きこえない・きこえにくい人等がこのマークを提示

した場合は「手話言語で対応をお願いします」の意

味、窓口等が提示している場合は「手話言語で対応

します」等の意味になります。  

 

【連絡先】  

一般財団法人  全日本ろうあ連盟  
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名     称  概    要    等  

【  筆談マーク  】  

 

 きこえない・きこえにくい人、音声言語障害者、知

的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーショ

ンの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及

び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談によ

る対応ができるところが提示できます。また、イベン

ト時のネームプレートや災害時に支援者が身に着

けるビブスなどに提示することもできます。  

 きこえない・きこえにくい人等がこのマークを提示

した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、

窓口等が提示している場合は「筆談で対応します」

等の意味になります。  

 

【連絡先】  

一般財団法人  全日本ろうあ連盟  

【  ヒアリングループマーク  】  

 

 「ヒアリングループマーク」は、補聴器や人工内耳

に内蔵されているＴコイルを使って利用できる施設・

機器であることを表示するマークです。  

 このマークを施設・機器に掲示することにより、補

聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがある

ことを知らしめ、利用を促すものです。  

 
 

【連絡先】  

一般社団法人   

全日本難聴者・中途失聴者団体連合会  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


